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箕面市集中改革プランの策定に当たって 

 
このたび、「箕面市集中改革プラン（箕面市経営再生プログラム・補強版）」を策定いた

しました。 
 このプランは、平成１７年（２００５年）３月に総務省から示された「地方公共団体に

おける行政改革の推進のための新たな指針」において、平成１７年度中の策定公表が求め

られているものです。 
 本市においては、平成１５年（２００３年）２月に、箕面市経営再生プログラムを策定

し、様々な改革に取り組んできました。 
 しかしながら、全国で２２市区町村しかない、三位一体改革による税収減少見込の自治

体に本市が該当するなど、経営再生プログラム策定時の予想を超えた厳しい状況が生まれ

ています。 
 また、本市は、以前の潤沢な財政状況の時代に、他市に比較して豊富な施設整備を進め

てきており、現在、これを維持していくコストが大きな課題となっています。 
 このように、大変、厳しい状況の中ですが、このいわば「ピンチ」とも言える状況を、

本市が真の自治体として改革する試練のための「チャンス」だと、プラスにとらえていき

たいと考えます。 
 地方自治の本旨には、言うまでもなく、住民自治が重要な要素として位置付いています

が、市民の皆さまとの協働で、この難局を乗り切りたいと願っています。 
 このままでは、数年後に、現在の市民サービスが一挙に低下してしまう事態を招きかね

ません。 
 そうならないためには、引き続き職員数の削減と職員の給与構造改革に取り組む一方、

さらなる事業見直しの中で、現在の市民サービス水準を落とさざるを得ない場合も出てき

ますが、私は、積極的に市民の皆さまに情報提供を行い、説明責任を果たしながら、改革

をすすめていきたいと考えています。 
 行政で働く職員も、これからは、より一層経営感覚を身につけていかねばなりません。 
また、この集中改革プランを、全職員が、自分の言葉で思いを込めて語れるようになる、

そういう意識改革をも、同時にめざしていきたいと考えています。 
 地方分権の時代、本市が生き残り、持続可能な自治体として発展していくことを願って、

新たな時代への希望をもって、改革に取り組んでいきますので、皆さまの深い御理解と御

協力をいただきますよう、心よりお願い申し上げます。 
 

平成１８年（２００６年）３月 
箕面市長 藤 沢 純 一
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Ⅰ 集中改革プラン策定の目的 
 
本市では、平成 7年度（1995年度）から取り組んできた行政改革の取り組み
をふまえ、平成 15年（2003年）2月に箕面市経営再生プログラム（以下「プロ
グラム」という。）を策定し、改革処方箋に基づき各種の取り組みを進めてきた。

しかしながら、本市の危機的財政状況からは今なお脱し切れていない。 
 
バブル崩壊後、10 数年が経過し、景気回復の兆しが見えつつあるといわれだ
したが、少子高齢社会のさらなる進展、人口減少時代への突入など、日本国中

のあらゆる組織が出口の見えない迷路をさまようような状態が続いている。特

に、経済の長期的低迷による税収の激減は、地方自治体の財政基盤を大きく揺

り動かし、財政再建準用団体*lに転落するといった形での自治体崩壊が現実的な

問題として議論されるようになっている。 
税収減を直接の要因とする財政危機は深刻の度合いを強めているが、市民は

もとより市職員の危機感は切迫したものではない。その大きな原因は、主に、

他市と比較して担税力が強いことによる財政基盤の安定や競艇事業収入によっ

て蓄積された潤沢な基金が財源不足を顕在化させなかったこと、また、第四次

箕面市総合計画に基づく事業がほぼ予定どおり進行していることによると思わ

れる。 
しかしながら、実態は、平成 17 年度（2005 年度）当初予算経常収支比率*2 

104.1%（減税補てん債及び臨時財政対策債を一般財源に加算しなければ、

112.0％）という数字が端的に示すとおり、全国的に見ても財政の硬直化は著し

いものであり、行財政基盤の建て直しが焦眉の急であることは間違いない。 

この経常収支比率の数字の高さをもたらす主な要因は人件費や事業費であり、

本市において行政によって供給されるサービスの水準が（市民の実感は別とし

て）いかに高いものであるかを示している。つまり、右肩上がりの時代に、豊

かな財政基盤を背景として、行政が大量に職員を採用し、事業を拡充し、「大き

な政府」を構築することで、市民ニーズに応えるサービスの提供を図ってきた

のである。 
社会経済の変化により、「大きな政府」を支える財政基盤が失われつつある現

状を鑑みると、本市が現に提供している行政サービスを、少なくとも質的に、

将来的にも維持していくためには、限られた資源を前提として、有効に機能し

うる行政システムを新たに構築しなければならない。これまでの右肩上がりの

経済を前提とした一時的な行財政基盤の建て直しではなく、抜本的な自治体改

革に取り組むことが必要となっている。 
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プログラム策定時点から３年あまりが経過し、計画期間の平成 18年度（2006
年度）末まで残り１年となった現時点において、これまでの取り組みの成果と

課題を整理し、また、本市のおかれている現状をみたとき、プログラム策定時

の課題が抜本的に改革できたとはいいがたい状況にある。 
つまり、プログラムに基づく取り組みによって、改革基盤の整備は一定前進

してきているが根本的な解決には至ってはいない。景気動向には回復基調がみ

られるものの市の歳入の大幅な回復等は見込めない状況にある。また、本市に

おいても「団塊の世代」等の退職による経験豊かな職員の減少、年齢構成の激

変といった事態に直面している。しかし現在の財政状況にあっては、退職と同

人数の職員採用は現実的ではない。一層、効率的な業務執行が可能な体制に転

換をしていくとともに、市民との協働によって「小さな政府」による豊かな行

政の実現を図っていかなければならない。 
そこで、平成 15年（2003年）2月に明らかにしたプログラムの改革理念を再
確認するとともに、持続可能な行政体質への変革を着実に進めるべく、これま

での取り組みの評価を行い、改革処方箋の豊富化等の作業を行い、集中改革プ

ランを策定するものである。 
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Ⅱ 集中改革プランの位置づけと構成 

 
１ 集中改革プランの位置づけ 

プログラムは先行する行革５カ年計画等の継続的実施を前提として、抜本的

な自治体改革を行うために必要な取り組みをプログラムとして網羅的に提示

したものである。集中改革プラン策定にあたっては、プログラムの考え方を踏

襲するとともに、状況に応じた必要な取り組みを豊富化することによってさら

に着実な改革を進めていく。 
現在、地方自治を巡る情勢の変化にはめまぐるしいものがある。特に、「三

位一体の改革」については、平成 18年度（2006年度）地方財政対策において、
その全体像は示されたものの、平成 19年度（2007年度）以降の本市の財政見
通しを試算するには情報が不足している。改革にあたっては、変化に応じた的

確な対応や職員の自発的な改革取り組みが求められるため、集中改革プランは、

随時必要な取り組みを加えていくこととする。 
また、総務省から「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」が平成 17年（2005年）３月に示された。平成 17年度（2005年度）から
おおむね平成 21年度（2009年度）までの具体的な取り組みを明示する計画と
して「集中改革プラン」の策定公表が求められており、本集中改革プランを同

趣旨の計画として位置づけるものである。 
なお、本プランが対象とする改革領域は、本市の体質改善を目的とする以上、

主に経常的な部分となる。本市においては、平成 15年（2003年）秋に「箕面
新都心」のまちびらきを経て「まち育て」段階に入っているが、一方、「彩都

（国際文化公園都市）」「水と緑の健康都市」といった大規模プロジェクトが推

進中であり、今後もそうしたプロジェクトを中心に多額の投資的経費が必要と

なってくる。 
総合計画に位置づけられているこれらの事業は、歴史的な経緯をふまえ、公

的開発による良好なまちづくりと、地域の過疎化対策や生活利便性の確保とい

う長年の地域課題の解消などを目的とし進めている。実施する限りは成功させ

なければならない事業であるといえる。また、公共的インフラは、市民が安心

して快適に暮らすために必要な基盤であり、その整備等に係る投資的経費は、

基金と起債の活用等により世代間の負担の均衡を図りながら、本市の財政体力

の範囲内でまかなっていくものである。 
したがって、これらについても、現時点における財政収支見通しを明らかに

して、投資的事業に係る経費見込みや、経常的事業の実施に支障のない財政運

営方針を定め、トータルな経営再生をめざすものとする。 
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２ 集中改革プランの構成 

集中改革プランの構成としては、まず、これまでの改革処方箋に基づく取り

組みの到達点を明らかにし、財政状況等の本市のおかれている現状、及び、今

後の見通しについて整理をする。次に、理念と方向性（何をめざすのか・何を

なすべきか）について再確認したうえで、改革の方向性を整理し、目標を設定

する。また、豊富化して取り組む処方箋の項目について提示する。 
 

３ 改革期間 

集中改革プランに基づく取り組み期間（改革期間）は、平成 17年度（2005
年度）から第四次箕面市総合計画の計画期間である平成 22年度（2010年度）
までとする。 
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Ⅲ 改革処方箋の取り組み状況と目標達成状況 
 
１ 取り組みによって改革は着実に進んできている 

 
平成 15年（2003年）2月に経営再生プログラムを策定し、箕面市の将来像
の実現に向けた改革処方箋に基づき各種の取り組みを推進してきているが、改

革の３つの方向性の観点から、現時点における達成状況は次のように整理でき

る。 
 
構造改革としては、意思決定プロセスの明確化や横断的課題プロジェクト会

議の開催、行政評価制度の見直しを図り、組織機構改革の実施を含めて、顧客

志向・成果志向の行政システムへの変革を行うとともに、アウトソーシング計

画・第２次定員適正化計画による行政組織のスリム化を進め、補完性の原則か

ら、各経営改革計画策定をふまえた外郭団体改革を促進し、小さな政府への転

換を進めてきている。 
また、箕面サンプラザの活性化やコミュニティセンターを核としたコミュニ

ティ施策の展開など構造改革のための個別政策課題についても取り組みを進

めてきた。 
 
歳出改革としては、行政評価制度により「施策の優先度」に着目しながら、

事業の休止、廃止を含めて取り組むとともに、アウトソーシング計画・第２次

定員適正化計画をはじめとして、人事給与制度の改革を進めてきている。また、

歳入面では、滞納整理の特別対策を実施するとともに、公共施設用地として利

用を見込まない遊休地について売却などの活用を図っている。しかしながら、

受益者負担の適正化などについては具体化が図れていない。 
 
意識改革としては、組織機構改革にあわせた政策調整課の設置など組織活性

化方策に取り組むとともに、人事考課の見直し、目標管理制度の導入、加点主

義の導入などを通じて、がんばった職員が報われる人事給与制度改革に着手し

ている。しかしながら、常に自己啓発に努め、改革に進んで取り組む士気の高

い職場環境を支え、さらに広げていくにはまだまだ取り組むべき課題が残され

ている。 
 
これまでの取り組みによって、抜本的な自治体改革を実現するための基盤は、
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一定、形作ることができてきているといえるが、受益者負担の適正化など歳入

に関わる課題や職員の人事給与制度、組織活性化方策、意識改革などにおいて、

さらに取り組みを強化すべき状況にある。 
 
 
①１１の処方箋項目別達成状況 （詳細は巻末参考を参照） 

【平成１７年(2005年)１０月時点】 
処  方  箋 項目数 達成成果 継続向上 未実施 

１．トップマネージメントの充実・強化 ４ ３ １ 
２．行政評価制度 ６ ５ １ 
３．アウトソーシング計画 １ １ 
４．職員定員適正化計画 ３ ２ １ 
５．外郭団体等の改革 ２ ２ 
６．構造改革のための個別的政策課題 １６ ８ ８ 
７．公共施設再配置構想見直し ３ ２ １ 
８．滞納整理の特別対策 ３ ３ 
９．受益者負担の適正化 １  １

１０．人事給与研修制度改革 １５ ３ １０ ２

１１．組織活性化の諸方策 ５ ３ ２

５９ ２３ ３１ ５合計 
３９％ ５３％ ８％

 
 

■ 経営再生プログラムでは、歳出削減と外部へのアウトソーシングを重

点的に進めてきている。平成１７年(2005年)１０月時点で、５９項目
のうち５４項目が取り組まれており、２３項目については、達成され

ている。 
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②財政効果（全会計・一般職）               （百万円） 

 15年度 16年度 17年度 合計額 
事務事業見直し効果額 ▲219 ▲400 ▲459 ▲1,078
アウトソーシング効果額 ▲117 ▲213 ▲237 ▲567
人件費効果額（職員削減） ▲152 ▲352 ▲608 ▲1,112
人件費効果額（給与改正等） ▲705 ▲781 ▲837 ▲2,323

合  計 ▲1,193 ▲1,746 ▲2,141 ▲5,080
＊主な事務事業の見直し効果額の累計及びアウトソーシングによる効果額（人件費－

委託料）の累計を算定。人件費削減効果ではアウトソーシング効果額との重複を除い

ている。 
 
 
■ 行政評価制度や予算編成過程等を通じて、小中学校の夜間警備を機械

警備に変更、広報紙の発行の見直しなどの事務事業の見直しを実施し

ている。 
・ 平成 15年度 小中学校の夜間警備変更：４０百万円削減 
・ 平成 15年度 広報紙の発行の見直し ：１１百万円削減 
・ 平成 16年度 外郭団体への補助金削減：４６百万円削減  など 
 

■ 箕面市アウトソーシング計画に基づき、委託化や業務役割の分担の見

直しを図り、環境クリーンセンターの焼却炉運転業務、可燃ごみ収集

業務、小学校の給食調理業務の民間委託、指定管理者制度の導入、Ｎ

ＰＯへの委託などを実施している。 
・ 平成 15年度 焼却炉運転業務委託 ： ７百万円削減 
・ 平成 15年度 学校給食調理業務委託：１６百万円削減 
・ 平成 16年度 病院調理業務委託  ：４８百万円削減  など 
 

■ 人件費削減では、人事院勧告による給与マイナス改定に加えて、市独

自に財政健全化の取り組みを実施している。平成１８年度においても、

職員給与の３％のカットを実施している。 
・ 期末勤勉手当の減額（国家公務員以上の支給率削減） 
・ 職員の昇給を１２ヶ月先送り  など 
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◎プログラムの削減目標との比較（企業会計除く・一般職） （百万円） 
 15年度 16年度 17年度 合計額 
事務事業見直し効果額 ▲219 ▲400 ▲459 ▲1,078
アウトソーシング効果額 ▲117 ▲141 ▲165 ▲423
人件費効果額 ▲534 ▲455 ▲578 ▲1,567

合  計 ▲870 ▲996 ▲1,202 ▲3,068
プログラム目標値 ▲307 ▲614 ▲921 ▲1,842
＊主な事務事業の見直し効果額の累計及びアウトソーシングによる効果額

（人件費－委託料）の累計を算定。人件費削減効果ではアウトソーシング効

果額との重複を除いている。 
 
 

■ プログラムにおける「経常経費の対前年度削減目標額」として、年平

均して 307百万円ずつの削減を積み重ねることによって、経常収支比
率の抑制を達成する考え方をとっている。これまでの間、財政効果と

しては、毎年度の削減目標額を達成している。 
 
 
 

③職員定員適正化（一般職） 
年度 14年度 15年度 16年度 17年度 合計 
職員数（人） 1,666 1,623 1,579 1,524 －－－－職員数 
増減数（人） －－－－ ▲43 ▲44 ▲55 ▲142

＊増減数は一般職の退職及び新規採用の差。 
 
 

■第２次職員定員適正化計画では、平成 1４年度（2002 年度）の職員数
1,666人に対して、107人の職員を削減し、職員数を平成 19年度（2007
年度）に 1,559人とすることを目標としている。これまでの実績（平成
17 年度）で、すでに、目標の職員削減数を達成し、142 人の職員を削
減している。 

 
  【第２次職員定員適正化計画】 

年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 合計 

職員数（人） 1,666 1,643 1,631 1,603 1,592 1,559 －

削減数（人） － ▲23 ▲12 ▲28 ▲11 ▲33 ▲107
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④プログラム目標数値の達成状況 

 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
目標値 103.0 106.6 104.0 105.7 105.0経常収支比率 

（％） 実績値 99.2 101.0 104.1 －－－ －－－

目標値 －－－ －－－ －－－ －－－ 360財政規模 
（億円） 実績値 387 383 349 －－－ －－－

可能額 30 20 11 15 12基金充当 
（億円） 実績値 20 14 19 －－－ －－－

基金残高（実績値） 200 195 176 －－－ －－－

＊財政規模は土地開発公社貸付を除く。 
 
 
■ 経常収支比率、財政規模、基金残高の指標いずれについても、プログ

ラムにおける目標数値は、平成 17 年度（2005 年度）現在において、
概ね達成しているといえる。 
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２ 改革実績に頭打ちの兆候 

 
これまでみてきたように、平成 17年度（2005年度）までに関してみれば、

プログラムにおける目標数値をほぼ達成してきている。しかしながら、改革の

スピードが鈍化し、実績数値には頭打ちの兆候が現れてきている。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

プログラムの目標では、毎年度 3 億 7 百万円の削減効果を積み上げる
こととしている。平成 15年度（2003年度）に大幅な削減を実施したが、
その後の削減幅は年々縮減しており、このままでは、平成 19年度（2007
年度）の目標額達成は危ぶまれる状況にある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 15年度(2003年度)、16年度(2004年度)と経常収支比率を目標以
下に抑えてきたが、平成 17 年度（2005 年度）当初予算でほぼ同率とな
った。この傾向が続くならば、平成 19 年度（2007 年度）以降は大幅に
目標額を上回ることが予測される。 

①削減額の推移
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基金充当額についても、平成 15年度(2003年度)、16年度(2004年度)
は目標としていた上限額の範囲の取り崩しに抑えたものの、平成 17年度
（2005年度）では目標を大きく逸脱した予算編成を余儀なくされており、
今後もこの傾向が想定される。 

 

③基金充当額の推移
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Ⅳ 現状：箕面市は今なお危機的な財政状況にある 
 
１ 今なお危機的な財政状況 

平成 17年度（2005年度）当初予算では、市税収入の減少などにより、一般
財源総額は、前年度比約 8億 6千万円の減となっており、基金の取り崩しや市
債の発行によって、かろうじて予算を編成することができた。 
市税収入に関していえば、対前年度約 4億 5千万円の減となっており、平成
９年度（1997年度）のピーク時に比較すると、約 44億円の減少。また、競艇
事業収入の見込みは、平成 17年度（2005年度）当初予算で 10億円となって
おり、平成２年度（1990年度)、３年度（1991年度）の 70億円に比べると実
に 60億円の減少である。 

 

市税収入及び競艇事業収入の推移
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また、経常収支比率*2は、平成 16 年度（2004 年度）当初予算に比べ、3.1
ポイント増の 104.1％（減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源に加
算しなければ、112.0％）となっており、財政の硬直化はさらに深刻な状況に
陥ってきている。 
市税収入の減収が大きく、臨時財政対策債という「赤字地方債」を発行する

ことによって当初予算が編成できている状態にある。臨時財政対策債の元利償

還金は 100％交付税算入されることとなっているが、本市は平成 17年度（2005
年度）時点では不交付団体であり、償還金財源もすべて市で手だてしなくては

ならないこととなる。 
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経常収支比率の推移
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経常経費は人件費、公債費、扶助費等から構成されるが、本市の場合、経常

収支比率*2のうち人件費が占める数値が 43.7％（平成 12年度決算ベース）と
なっており、これは全国 693 市の中（東京都 23 区を含む）でもワースト 14
位であった。人件費削減に取り組み、平成 15 年度決算では、38.2%と削減し
たものの、全国順位では 35 位（712 市中）と、人件費の占める数値は未だに
高い（平成 16 年度決算では 40.5％）。豊富な市税収入と競艇事業収入に支え
られて、公共施設を次々と整備した結果、その施設を管理する人員や修繕費等、

ランニングにかかるコスト負担が年々増加したことが背景にある。経常的経費

に充当した一般財源が経常一般財源を上回っているということは、基金などの

臨時的な財源を使わなければ経常的な行政サービスすら維持できない状況に

あることを示している。 
財源の年度間調整や世代間の負担調整の機能を有する基金と市債について

も状況が深刻化している。平成 17年度（2005年度）当初予算については、都
市施設整備基金 9億 5千万円をはじめ、基金約 19億円を取り崩し、市債につ
いても約 20億円を計上しているが、その結果、かつては 400億円を超えてい
た基金残高は半分以下の約 176 億円となり、市債残高は逆に 350 億円を超え
るに至っている。 
平成 12年度（2000年度）において、市債残高が基金残高を上回るという事
態に陥ったが、こうした傾向は改善されるどころか、ますます悪化しており、

市民の将来負担が増加していることになる。長らく健全財政を誇ってきた本市

が、10 年経たずして財政危機に落ち込んだことは、この間の経済的低迷が如
何にすさまじいものであり、このままの経営を続けると、今後、取り返しのつ

かない事態を招くことを物語っている。 
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基金残高と市債残高の推移
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２ 社会経済の変化 

では、このような危機的な財政状況となっている社会経済的な要因はどこに

あるのか。従来型の行政システムでは対応できない社会経済の変化、そうした

システムの機能不全が特に顕在化したのが、本市を含む自治体財政の危機的状

況である。 
また、財政危機だけではなく、地方分権、市民参加という新しい自治体のあ

り方に向けた方向に舵を切りかけているものの、本市の行政システムが変化に

対応できていないことに伴う課題が生じているのである。 
戦後、半世紀近く続いた冷戦構造下において、ひたすら経済活動に専念した

日本は、80 年代においては米国をしのぐ勢いの経済力を持つに至った。この
間、自治体はいくつかの不況は経験しつつも、基本的には右肩上がりの時代に

おいて、確実に行政サービスを向上させていった。 
しかしながら、冷戦の終焉は日本の経済的繁栄の終焉ももたらした。時を同

じくしてバブル経済は崩壊し、日本は 20 世紀最後の 10 年を停滞感の中で過
ごした。今日、景気回復の兆しがあるといわれるものの、予測よりも早く平成

17年（2005年）から既に人口減少傾向に転じだしている日本が、往時のよう
な経済状況を回復することは想定しない方が賢明である。 
自治体にとっては、税収が伸び悩み、もしくは減少する中で、これまでのよ

うに利害調整に徹しながら、徐々に行政サービス拡大を図っていくというシス

テム自体が立ち行かなくなってきている。本市は、これまで豊富な市税収入と

競艇事業という恵まれた財源に支えられ、村落共同体から大都市近郊の住宅都
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市として成長する過程で急速に都市基盤を整備し、多様化する市民ニーズに

次々と応えながら新たなサービス提供に努めてきた。しかし、そうした行政手

法からの決別を迫られている。 
だが、この間の変化があまりにも急激であったために、行政システム及びそ

れを支える職員の意識、また、サービスの享受者である市民の大多数も変化に

対応しきれず、様々な問題が生じているのが現状である。 
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Ⅴ 今後の見通し 
 
これまで、プログラムによる改革が前進し着実に成果をあげ、目標数値も概

ね達成してきているものの、改革のスピードが鈍化し、実績数値に頭打ちの兆

候が現れてきていること、また、現状の各種財政指標をみても、今なお財政の

危機的状況にあることをみてきた。ここでは、箕面市を巡る今後の見通しにつ

いて整理をする。 
 
１ 長期財政収支の見通し 

集中改革プラン策定に当たって今後の財政収支見通しの試算を行った。 
  

【財政収支試算集計表（一般財源）】 
          単位：百万円

  区   分 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 20 年度 22 年度

一 般 財 源 30,583 30,912 30,377 29,165 28,483 26,806 25,403 25,315 25,046 24,997

   市  税 23,169 22,638 21,646 21,336 21,842 21,749 21,677 21,618 21,249 21,213

  競艇事業収入 400 600 1,000 1,100 1,000 500 500 500 500 500 

   そ の 他 7,014 7,674 7,731 6,729 5,641 4,557 3,226 3,197 3,297 3,284

充当一般財源 28,985 29,021 29,491 28,134 28,465 29,372 29,690 28,742 28,765 28,728

  義務的経費 14,980 14,791 14,694 15,159 15,276 15,663 15,954 15,386 15,315 15,155

  投資的経費 2,119 2,811 2,112 2,148 1,702 1,832 1,784 1,620 1,620 1,620

   そ の 他 11,886 11,419 12,685 10,827 11,487 11,817 11,952 11,736 11,830 11,953

収支   1,598 1,891 886 1,031 18 ▲ 2,566 ▲ 4,287 ▲ 3,427 ▲ 3,719 ▲ 3,731

差引 収支累計 0 0 0 0 0 ▲ 2,566 ▲ 6,853 ▲10,280 ▲13,999 ▲17,730

参 91.6% 94.2% 93.8% 97.9% 100.7% 106.1% 114.5% 112.6% 113.5% 113.3%

 

経常収支比率 

94.9% 99.9% 105.3% 107.0% 108.1% 112.1% 115.8% 113.8% 114.8% 114.6%

 基金 残高（年度末） 24,313 20,754 20,032 19,486 17,645          

 基金 増減額 － ▲ 3,559 ▲ 722 ▲ 546 ▲ 1,841          

 市債 残高 30,096 30,925 35,221 34,810 35,947          

考 市債 増減額 － 829 4,296 ▲ 411 1,137          

 
 
 

注１） 平成１７年度基金現在高は、当初予算ベースの残高 

注２） 経常収支比率の下段は、減税補てん債及び臨時財源対策債（Ｈ１３～Ｈ１８）を経常一般財源に加算しない場合 

注３） 平成１７年１１月時の試算に三位一体による影響額等を反映 

注４） 平成１８年度は、当初予算とは異なる。 
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本試算にあたっては、三位一体改革による影響額などについて、平成 17年
（2005年）11月時の試算に現時点で見通せる範囲について反映したものであ
る。これによると、各年度 35億円規模の財源不足が生じ、第四次箕面市総合
計画終了年度の平成 22 年度（2010 年度）には、財源不足累計は約 177 億円
に及ぶことになり、このまま財政収支が改善できず、財源不足を基金の取り崩

しで賄うとすれば、基金は底をつくこととなる。しかも、その間の経常収支比

率は 110％を超えるという極めて深刻な見通しとなる。 
地方自治体の財政危機の深刻さを強調する場合にしばしば言及される財政

再建準用団体*1への転落という事態が、本市においても現実のものとなる恐れ
がある。ただし、「財政再建団体」という制度は簡単に言えば、国といういわ

ば親企業の信用力によって、資金繰りを担保することにより倒産を免れるとい

う仕組みであり、地方分権時代にふさわしいものでは決してない。 
そもそも、「財政再建団体」などという事態に陥らない財政運営をめざすこ

とが、これからの地方自治体に求められる責務であり、「財政再建団体」に転

落することを理由に改革を行うという発想自体が、国に依存した前時代的なも

のである。最後には、「財政再建団体」制度があるという油断が、現在の自治

体危機の大きな原因となっている。今後、国から自治体への地方交付税の配分

方法の見直しなどの検討と併せて、財政難に陥った自治体を対象に、民間企業

と同じような破綻法制をつくることも検討されるようになっている。 
国の信用力すら国際的に維持できるか危惧される時代であることを認識し、

本市としては、社会経済状態の変化を見据えながら、財政の健全性を取り戻し、

地方分権時代に、市民が安心して税を負担できるような信用力を確保すること

をめざす。 
 
 

２ 大規模プロジェクトの見通し 

本市では、市が事業主体である「箕面新都心」については、平成 15年（2003
年）秋のまちびらきを経て「まち育て」の段階となっているが、一方、「彩都（国

際文化公園都市）」「水と緑の健康都市」といったプロジェクトが進行中である。

この間、社会経済情勢を勘案しながら、可能な限り事業内容を見直し、事業費

の削減を図ってきており、平成 22 年度（2010 年度）までの一般財源負担見通
しは、概ね以下に示すとおりで、道路、公園、学校などの都市整備基盤を整備

するために一般財源が充当されている。 



 

 18

 
     

 ３事業の一般財源負担見通し      （単位 ： 百万円） 

     

    彩  都 水と緑の 箕面新都心   

   年度   健康都市   計 

12 以前 0 42 2,288 2,330 

13 1 0 372 373 

14 1１ 0 1,818 1,829 

15 8 0 1,452 1,460 

16 6 23 315 344 

17 0 74 64 138 

18  14 100 23 137 

19 14 233 0 247 

20 14 205 0 219 

21 19 205 0 224 

22 45 205 0 250 

23 以降 3,529 601 0 4,130 

計 3,661 1,688 6,332 11,681 

     

 
平成 15 年（2003 年）秋の箕面新都心のまち開きをもって、第四次総合計画
期間中については、本市が主体的に取り組んできたプロジェクトへの大規模な

投資は概ね終了する。箕面新都心では、商業施設の開設をはじめ、周辺地域の

土地活用などにより、平成 17年度（2005年度）単年度だけで約 4億 5千万円
の税収増加が見込まれ（固定資産税：約 2 億 5 千万円、法人市民税・個人市民
税：約 2億円）、今後の税収も期待できる。 
彩都や水と緑の健康都市は、それぞれ都市再生機構と大阪府が事業主体であ

り、当面は、社会情勢や市の財政状況等を見定めながら、関係機関と慎重かつ

十分に協議を重ね、地元自治体として最低限求められる役割を果たすことを基

本とし、さらなる事業費削減に向けて努力する。 
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３ 地方分権の進展による業務量の増加 

平成 12年度（2000年度）の地方分権一括法施行にともない、地方分権の流
れは名実ともに決定的となったが、そのことを反映して、地方自治体の業務量

は確実に増えている。また、経営再生プログラムを策定した平成 15年（2003
年）2月以降も、各種の行政制度が改定、創設されている。地方自治法の改正
により指定管理者制度が創設され、アウトソーシング手法の選択肢が拡大した

り、任期付き職員制度の施行により、職員の任用選択肢が拡大するなど、自治

体の創意工夫が活かされる状況となっている。逆にいうと、今後ますますそれ

ぞれの自治体の知恵と取り組み方によって、自治体の個性が生まれ、市民から

選ばれる自治体とそうでない自治体との格差が広がっていく。構造改革特区制

度など、規制改革や民間との協働したまちづくりについても、全国一律のもの

ではなく、地域の実情をふまえた取り組み次第となっている。地方自治の真価

が問われる時代となっているといえる。権限が拡大していることに伴って、業

務量は当然増加しているが、本市も各自治体同様、すでに行政改革に取り組み、

定年退職者不補充による定員削減等に努力してきており、これまでよりも少な

い人数で、これまでよりも増大する業務に対応しているという状況である。 
 
 

４ 少子高齢社会の進展等による市の経費増加 

少子高齢社会の進展などによって、新たな市民ニーズが顕在化しており、市

の経費負担の拡大が求められる分野がある。具体的には、高齢者の増加による

経費の自然増に加えて、介護保険制度の改正による高齢福祉分野での負担増加、

少子化対策や保育ニーズの高まりに対する子育て関係経費、子どもや市民の安

心、安全に関わる施策などである。施設の耐震補強やアスベスト対策なども必

要となっている。また、この間の経済情勢を反映して生活保護費などの扶助費

の増大などもみられる。 
また、施策的に拡充をしていなくても、国制度の変更や府補助金の削減など

によって市としての財源負担が増加するものもある。 
加えて、これまで整備してきた各種の市の施設についても、建築後の経過か

ら大規模な改修や保全経費が必要となる時期を迎える施設が数多くある。平成

4年に建設した環境クリーンセンターについてもプラント等の改修経費が増大
してきており、今後 10数年のうちには建て替えの時期も迎えることとなる。 
これらの対応のための経費増加が見込まれる。 
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５ 職員数の減少 

行政改革による定年退職者不補充等のため、職場の人員が不足するとともに、

20 代の若手職員が極端に少なく、高齢化が進行している（平成 17 年（2005
年）４月１日現在の医療職、指導主事をのぞく職員の平均年齢は 43.86 歳）。
管理職にとっては、人手が足りないために、以前の管理職とは違い、管理に徹

することができず、実務にも関与しなければならない。一般職員にとっては、

上司ばかりが多く、何年たっても末席のまま、雑事を含め大部分の実務をこな

していかなければならない。そして、双方が不満を募らせたまま、職場の活性

化がなかなか進まない状況が続く。 
 

また、公務員制度の欠点として、現行法制上ではリストラの危険にさらされ

ることがないために、困難な仕事から逃れていても給与は保障される。こうし

たことから、仕事を一生懸命こなす職員には、ますます仕事が集中し、一方で

は、意識改革ができない、もしくはする気がない職員は、忙しく働く職員を冷

ややかに眺めながら、公務員制度に胡坐をかいているという現状もみられ、結

果として、職場の士気にも悪影響を及ぼしている。 
 
さらには、「2007年問題」といわれているように、日本では「団塊の世代」
の退職が大きな課題となるが、箕面市においても、ここ数年のうちに団塊の世

代が退職し、さらに数年先には、市立病院が開設された昭和５６年(1981 年)
前後に採用された職員の退職の第２波がやってくる。一方で、この数年は新規

採用を極端にひかえてきていることとも相まって、職員数の激減と職務経験年

数（年齢）構造の激変が生じる。経験豊かな職員が退職し、少ない職員数で、

これまでの施策を支障なく実施することが可能であるのか、どのように執行体

制を整えるのか、将来を見通しながら、業務内容はもちろん、業務遂行の行程、

手法の見直しや省力化をふくめて、「仕事の仕方」自身を根本的に見直すこと

が必要となる。あわせて、職員の採用、人材育成を含めた計画の確立が求めら

れる。 
 
また、男女雇用機会均等法制定以降、女性の採用が増加し、事務部門におけ

る女性比率も高まっている。しかしながら、女性職員に庶務業務を安易に任せ

てしまうなど人材育成の観点を欠いた配置などもみられ、全体の職員数が減少

する中にあって、女性職員の能力が十分に発揮できる職場環境づくり、人材育

成の重要性が一層増している。 
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６ 市民と行政（情報提供・市民参加） 

行政に対する市民ニーズの多様化は、ますます進んでおり、むしろコミュニ

ティに関するあらゆる課題を行政の責任として要求していこうとする傾向も

みられる。その結果、行政改革に並行して取り組みながらも、一方で、行政サ
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ービスの拡大が持続するという奇妙な現象が起こっている。これは、行政の果

たすべき役割はどこまでなのかという検証が、行政、市民の双方に欠如してい

ることに起因する。 
また、政策形成における市民参加も、どのように市民意見を反映させ、また、

その結果をどのように市民に説明していくのかについて、行政側に確立した手

法がないこと。また、一部の市民の側でも、思いつくままに行政に要求するこ

とのみにとどまり、それを実行した場合の財政に与える影響等を考慮すること

がないこと。そうしたことが要因となって、政策決定を行うまでの間、市民意

見をとりいれるために、従来に比して作業、時間ともにかけているにもかかわ

らず、市民満足度の向上につながらない場合がしばしば見られる。 
市としては、早くから市民との協働という理念を掲げ、例えば、公文書公開

条例（平成 17年（2005年）3月、情報公開条例に改正）により積極的に情報
公開の責任を果たし、市民参加条例によって、行政の政策形成過程に市民意見

を反映するための取り組みを行ってきた。また、地域対話集会を積み重ね、市

民と行政が直接に意見交換を図る機会を設けるとともに、平成 17年度（2005
年度）には、パブリックコメント手続に関する指針も整備した。 

 
一方、市民の状況をみると、福祉、子育て、教育、環境、景観をはじめ、子

どもの安全見守り活動、公園や道路におけるアドプト活動などあらゆる分野に

おいて発揮されている市民の力には、機動力、発想力、ネットワークを広げる

力など、すばらしいものがある。 
団塊の世代の退職といった社会状況は、これまで企業等で活躍してきた人材

が、地域に帰ってくることであり、さらに厚い市民層が地域の活動に参加でき

る状況が生まれてくることでもある。 
行政は、市民の活動との関係を改めて問い直すとともに、市民協働の観点に

たった仕組みを創り出すことによって、地域住民の自治を基本として、市民と

行政とが協働してまちづくりを進めていく必要がある。 
 
 
以上のような課題を解決するには、財政再建の視点からの緊縮策のみではな

く、根本的な自治体改革が必要であるが、箕面市民の力を活かすことによって

改革を実現できる状況が生まれつつあるといえる。 
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Ⅵ 箕面市の将来像－何をめざすのか 
 
以上のような現状や今後の見通しをふまえると、これまでの取り組みをさら

に徹底して進めることよって、持続可能な自治体改革を実現していく必要があ

る。ここでは、箕面市の将来像について再確認をしておく。 
 
１ 第四次箕面市総合計画の推進 

箕面市の市政運営に当たっての当面の将来ビジョンは、平成 13 年度（2001
年度）を計画初年度とし、平成 22年度（2010年度）までを計画期間とする「第
四次箕面市総合計画」に示されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その着実な実施を可能とするためには、行政システムの再構築が必要である。 

 
２ 地方分権時代に求められる自治体像 

明治以来の中央集権型行政システムは、全国画一の統一性と公平性を重視す

ることにより、ナショナルミニマムの目標水準を概ね達成した。しかしながら、

国際社会の変動、東京への一極集中とその反作用である地域文化の衰退といっ

た要因により、もはや制度疲労をおこしていることは明らかである。 
こうした現象を背景に、中央省庁主導の縦割り画一行政を住民主導の個性的

で総合的な行政システムに転換することをめざし、地方分権改革がなされてき

た。この理念を象徴する「自己決定・自己責任」という標語が示すとおり、国

から地方自治体に権限移譲が進むことで、市民自治が拡充し「自己決定」領域

が拡大するとともに、そうした決定に関与したことに対する「自己責任」も問

われる時代が到来することになる。 

 ☆ 第四次箕面市総合計画が提示するビジョン 
１ 将来都市像 

◇ 人のあたたかさとかけがえのない自然を守り育てる都市
ま ち

 “みのお” 

◇ ときめきと豊かな人生をつくりだす都市
ま ち

 “みのお” 

◇ 安全で快適に暮らし続けられる都市
ま ち

 “みのお” 

２ 基本目標 
◇ 安心な暮らし 
◇ いきいきとした暮らし 
◇ 暮らしを支える 
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本市の場合、この「自己決定・自己責任」という観点からすると、もともと

財政面で国のサポートに頼るところが少なく、各分野に万遍なく、全国的に見

ても非常に高い水準の行政サービスを展開してきた。さらには、昭和 52（1977）
年に制定された箕面市環境保全条例をはじめとした独自の条例整備によって、

良好な住環境確保にも努めてきた。そうした実践が大阪府内における住宅都市

としての本市のブランドを高めてきたことは間違いない。 
今後は、「自己決定・自己責任」を一層意識するとともに、限られた財源の

中で、市民にとって「住みやすく、ずっと住んでいたいまち箕面」を実現する

まちづくりに努め、これまで培ってきた「箕面市ブランド」をさらに高めなけ

ればならない。それにより、人口減少時代・自治体間競争時代においても、定

住人口を確保しつつ、持続的に発展可能な自治体像をめざしていく。 
 

３ 箕面市理念の実現 

分権型社会においては、地域住民の自治への参画が促され、行政サービスは

地域住民の自主的な選択に基づく個性的なものになるといわれている。 
本市においては、こうした流れを早い段階で自覚し、全国の自治体に先駆け

て、行政と市民との協働によるまちづくりを理念として掲げた「箕面市まちづ

くり理念条例」を定め、その理念に基づき「箕面市非営利公益市民活動促進条

例（ＮＰＯ条例）」をはじめとする条例体系を整備してきた。また、協働の推

進を目的として「箕面市市民参加条例」を定め、「会議公開の原則」「市の附属

機関における委員の市民公募」といった内容を実践してきた。 
こうした条例群に示された「箕面市理念」は、まさにこれからの成熟社会に

おける自治体像を表すものである。 
戦後の高度成長期には、各自治体同様、本市においても、市民ニーズを幅広

く受け入れてサービスを拡大することに主な注意を払い、そのサービスの導入

や提供の過程を市民と共有していくという考えには乏しかった。このような市

民と行政の関係は、当時の時代状況に適合しており、そうした中でナショナル

ミニマムの底上げが可能となったのである。 
バブル期以降、右肩上がりの時代は終焉を迎えた。行政側においては、市民

ニーズの多様化・高度化が進んでいるにもかかわらず、税収の減少などにより、

「ヒト、モノ、カネ」の資源が限られるようになってきた。そのため、コミュ

ニティに関わる問題については、「あれもこれも」ではなく「あれかこれか」

の優先度に応じた施策選択を迫られ、そのことに市民理解を得ながら施策を展

開していくことが求められている。 
一方で、市民の多くは様々な視点からコミュニティの課題にますます関心を

抱くようになり、これまでよりもきめの細かい行政サービスを望んでいる。行
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政と市民が「協働」することによって、望ましい施策のあり方を模索し、コミ

ュニティを支えていく方向をめざすべきである。その結果、箕面市民の自主的

な選択に基づいた個性的な行政サービスが展開される、分権社会にふさわしい

新しい自治体像が実現されていくはずである。さらには、行政と市民の協働に

よる新しいコミュニティの構築が、経済成長を一段落させた 21世紀型の成熟
社会における、より豊かな生き方の形成に大きく貢献することも期待される。 

 
４ これからの行政の姿、市民の姿 

本市の掲げる理念を実現するためには、行政、市民の双方がこれまで慣れ親

しんできた考え方、行動パターン等に決別しなければならない。 
行政は、職員個々のレベルまで社会経済状況の変化を認識し、箕面市理念で

ある「市民との協働」が必要になった所以の十分な理解に努める。その理解に

立って、例えば、「市民ニーズにはもれなく積極的に応えることが行政の使命」

と捉えるような、従来の考え方を改め、市民と行政が一体となって、箕面市と

いう「自治体」＝「地域」を支えていくという新しい自治体のあり方を確立し、

「経営改革」という発想で改革を進めていくことが必要である。 
具体的に言えば、他の部局、他の課より少しでも多く予算を獲得して事業化

に結びつける職員。これまでは、とかくこのような職員が仕事のできる者とし

て評価されたが、これからの行政では必ずしも評価されることではない。むし

ろ、市民のニーズはあっても総合的に検討し、市税負担によって措置すべきで

ないと判断したならば、そのことを市民にきちんと説明して理解を得ることが

できる職員の方が、より評価される。 
市民の側も、自治の担い手としての自覚を一層高め、市民によって納められ

る税金にはあくまで限りがあり、多種多様な要望をすべて実現することは、結

局、市民自らの間接的な負担増につながることを認識いただき、特定の者が利

便を受けるサービスについては、受益者負担が求められることについても、負

担の公平性という観点から、理解をいただく必要がある。 
また、行政とのパートナーシップを築いてコミュニティを支えることは、行

政と馴れ合うということではなく、健全な緊張関係を保ちつつ、市と市民がそ

れぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完し、協力すること。つま

り真に「協働」することが必要である。 
 

５ 箕面版ＮＰＭの推進－小さな政府による豊かな行政の実現 

前節に述べたこれからのコミュニティのあり方を実現するためには、本市の

行政システムをどのように変革すべきなのか。 
20世紀後半期のように税収増加を前提とした大きな政府の発想を廃し、市民
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の税金で支えられる規模の小さな政府に転換し、それによって豊かな行政の実

現を可能にしなければならない。そのためには、ＮＰＭ（ニュー･パブリック･

マネジメント）の考え方を本市にも根付かせる必要がある。 
ＮＰＭは「新公共管理法」と訳すことができるが、80 年代以降、イギリス
やニュージーランドなどで行われた行政運営の制度・運用のことをさす。「ゆ

りかごから墓場まで」という言葉に示されるように、大きな政府による福祉国

家を確立したイギリスは、長期にわたり社会活力の停滞に悩まされていたが、

サッチャー政権以降、これまでの競争のない行政運営のもたらす非効率性を打

破するために、市場競争原理の導入や、成果目標とその実現への責任の明確化

など、新しい発想の行政改革を実施し成果をあげた。 
日本でも 90年代後半以降、自治体の行政改革において、ようやくＮＰＭが
注目されるようになった。ＮＰＭの内容については画一化されたものはないが、

ここでは本市におけるＮＰＭ実践、つまり箕面版ＮＰＭの推進についての考え

方を５つの原則に基づいて整理する。 
 
 ☆箕面版ＮＰＭの基本的な考え方  

①顧客志向：「市民は市役所にとってお客様」 
②協働重視：「市役所は市民によるまちづくりをサポート」 

    ③成果志向：「税金は最も役立つ使い方を」 
    ④権限委譲：「市民に接する場からの政策立案」 
    ⑤競争原理：「他市よりも活気のある市役所づくり」 
 
 (1) 顧客志向 
一般的には、民間企業と同様に、行政サービスの利用者であり納税者であ

る市民を顧客と考え、顧客満足度（ＣＳ）を最大化するような仕事のやり方

をめざすことをいう。行政側はお上意識を払拭すること、市民側は税金を対

価として支払い、行政サービスを受けているという意識を持つことがポイン

トとなる。 
市職員はＣＳを高めることで市民の定住を促し、将来的にも箕面市という

「企業」が存続するよう努めるという発想を持つ。そのためには、これまで

にも増して市民ニーズを的確に把握し、行政サービスの改善を図ることや、

情報公開にとどまらず積極的に情報提供を図っていくことで、顧客としての

市民に対し説明責任を果たすことが重要になる。 
 
 (2) 協働重視 

本市の掲げる理念に照らせば、「顧客志向」と併せ、重要なのが「市民と
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の協働」である。市役所だけがコミュニティを支えるという考え方ではなく、

まちづくりを市民とともに進めていく「協働」をさらに推進していく必要が

ある。 
その際には、「補完性の原則」*3を徹底し、市民ができること、地域ができ

ることは積極的に委ねていき、それ以外の部分について行政が責任を持つよ

うにしていく。 
また、行政はあらゆる行政サービスを直接提供するという役割から転換し、

まちづくりにおける専門家集団として、市民・ＮＰＯ・事業者などと協働す

る際のプロデューサー、コーディネーターとしての機能を充実させる。その

ためには、市民参加の手法をさらに工夫するとともに、市民とともに政策形

成プロセスの共有を図っていく。 
 
 

【「補完性の原則」による役割分担の例】 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◇島田達巳編著 『自治体のアウトソーシング』 ぎょうせい 14 頁より 

 
 
 
(3) 成果志向 

限られた経営資源（ヒト、モノ、カネ、ジカン）を有効に活用するため、

同じ資源を投入するならより効果の高いものに、さらに、同じ効果を達成す

るならより効率的な（安価な）方法によって実施しようとする考え方をＶＦ

Ｍ（バリュー･フォー･マネー）といい、これからの行政運営に不可欠の発想

である。 
従来であれば一度立ち上がった行政サービスについては、固定的に予算を

計上するだけで、執行した成果を検証する視点に欠けていたが、今後は、Ｐ

ＬＡＮ（計画）・ＤＯ（実施）・ＣＨＥＣＫ（評価）・ＡＣＴＩＯＮ（対応）
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のＰＤＣＡマネジメントサイクルを確立することで、コスト意識を醸成する

とともに、サービスの絶えざる改善・改革を志向する行政運営をめざす。 
 
(4) 権限委譲  

箕面市政の方向性など経営理念については、トップが強力なリーダーシッ

プを発揮し、全職員に浸透させる必要があるが、一方で従来の行政のように

中央集権型の組織で管理統制していくという考え方は転換を図り、積極的に

原部局・原課へ権限委譲していく。市民ニーズ等を直接把握することができ、

現行サービスのメリット･デメリットをともに熟知しているセクションが、

主体的に業務改善や政策形成に取り組み、そこからの提案がスムーズに意思

決定されるようなシステムを確立・運用することが成果志向につながるもの

である。 
 
(5) 競争原理 

現行の法制度の下で困難な側面はあるが、行政のあらゆる分野に極力、競

争原理を導入する必要がある。市民の立場からすれば、同じ税金を払うなら

よりよいサービスが提供される自治体を選択するはずであり、本市としては

他市と比較して、市民満足度がより向上するよう努力していく。トップマネ

ジメントの強化など、企業家精神の長所を取り入れた行政運営を行うことも

不可欠である。 
また、組織レベルでも職員個々のレベルでも、これまでの行政システムに

おいては、横並び重視や減点主義評価のために、事なかれ主義が横行してき

たが、これからは組織間・職員間の競争が大いに促されるようなシステムに

改めていく。 
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Ⅶ 改革の方向性・処方箋と目標－何をなすべきか 
 
ここでは、何をなすべきであるのかという改革の方向性として「構造改革」「歳

入・歳出改革」「意識改革」の３つに分け、それぞれの改革を着実に推進するた

めの処方箋を整理する。 
また、それらの取り組みの結果、達成しようとする目標について明らかにす

る。 
 
１ 構造改革とその処方箋 

「大きな政府」を「小さな政府」に変革し、限られた経営資源を効率的に運

用・配分して、最大の成果をあげられるようにするためには、既存組織の整理、

再構築や本市の抱える構造的な問題など、様々な側面からの構造改革を行わな

ければならない。 
 

(1) 小さな政府への転換のために 

中長期的には、既存行政組織のスリム化を図り、少数精鋭の身軽な組織に

変えていくことが不可欠であり、まずはＰＤＣＡサイクルにおける執行部分

（ＤＯ）の軽量化や行政の守備範囲の見直しを計画的に進めるため、平成１

５年２月策定の箕面市アウトソーシング計画（ＭＯＳ計画）及び第２次箕面

市職員定員適正化計画について検証し、第四次箕面市総合計画期間内の方針

を定め取り組みを進める。 
また、職員が減少する中で、業務の品質が確保され、かつ効率的に業務遂

行できるように、業務改善・再構築の取り組みを進める。 
行政の守備範囲の見直し、補完性の原則*3の徹底という観点から、外郭団
体等の改革が必要である。社会経済情勢の変化により、設置目的が薄れてい

ないか、経営環境が厳しくなる中で自立をめざした経営努力がなされている

か、などについて検証して各外郭団体が策定した経営改革計画に基づき、市

としても改革を促すべく必要な役割を担う。 
 
(2) 顧客志向・成果志向の行政システムへの変革 

限られた経営資源の中で、顧客志向・成果志向を貫徹するための必須のツ

ールとして行政評価制度があり、その中でＰＤＣＡサイクルを確立するとと

もに、職員のコスト意識の醸成や市民との情報共有を図る。 
また、行政の責任範囲については、縦割りや意思決定の遅さといったこれ

までの欠点を克服するため、トップマネジメントの充実・強化を図ってきた
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が、その体制と整合させながら事業担当部局への権限委譲を図っていく。 
また、市民との協働を推進するため、組織活性化の諸方策を検討し、市民

に接する職場への権限委譲や、担当職員の改善提案や政策立案が施策へ反映

されるシステムの整備をふまえ、分権型の組織運営を図っていく。 
さらには、平成 17年度（2005年度）に実施した組織・機構改革による組
織運営が基本ではあるが、常に市民ニーズ等に即した見直しを行っていくこ

とも必要である。また、地域密着型行政を推進するためのシステムを構築し、

組織横断的に市民ニーズを的確に受け止め、素早く施策化が図れるような組

織づくり等にも取り組んでいく。 
 
(3) 構造的課題の解決 

構造改革のための個別的政策課題への取り組みとして、箕面駅前公共施設

等再配置をはじめ中心市街地の活性化を推進するとともに、分権時代に対応

した自立したコミュニティ形成に向け、地域と行政の協働の新しい仕組みを

検討することが必要である。 
 

２ 歳入・歳出改革とその処方箋 

本質的には構造改革に包含されるべきであるが、現状では、本市の抱える課

題が財政危機として表れている以上、歳出改革には特に重点を置いて取り組ま

なければならない。 
あわせて、職員の経営感覚を磨き、新たな歳入を確保する努力を強化しなけ

ればならない。 
 
（１）歳出改革 

【箕面市の歳出の現状と改革領域】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内部経費 対市民向け経費

① 

②

③

市民の責任領域

行政の責任領域

人件費等 
太枠内：現在の箕面市

白抜き：改革後の箕面市

斜線部：削減すべき経費

点線部：市民負担経費
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図は、本市の歳出の現状と改革領域を模式的に示したものである。左側が内

部経費、右側が対市民向け経費であり、これまで受益者負担原則の一部導入に

より市民の責任領域が拡大し、現在の箕面市の歳出規模は太枠内となっている。

しかし、現状においてもなお内部経費、対市民向け経費ともに過剰負担となっ

ており、歳入に見合っていない。したがって、改革領域を３つに分け、改革処

方箋を実施することにより、適正な規模（図では白抜きの部分）まで歳出をス

リム化していかなければならない。 
まず、①は内部経費の削減であり、ＭＯＳ計画、第２次箕面市職員定員適正

化計画により取り組みを進めてきているが、まもなく団塊の世代の退職時期が

到来し、退職金負担が増大することも考慮しながら人事・給与・研修制度改革

により、給与抑制などによる対応も必要である。 
②は、公民の役割分担の見直しや受益者負担の適正化による対市民向け経費

の削減であり、ＭＯＳ計画により、補完性の原則*3に基づき行政の守備範囲を
見直すことで、不必要と判断される事業は廃止していく。また、行政評価制度

の活用により、緊急性や有効性などを十分吟味し、それらが乏しい事業は休止

や廃止をしていく。そして、行政サービスのうち、特定の者が利便を得るもの

等については、今後も順次、適正な使用料・手数料を徴収していく。 
③は、行政の責任領域であるが、行政評価制度により、「施策の優先度」に

基づくメリハリのある行政資源の配分を行うとともに、恒常的にスクラップ・

アンド・ビルドを心掛け、歳出が拡大しないようにする。 
 
（２）歳入改革 

以上のような歳出削減の努力に加え、歳入確保の努力も極めて重要である。

職員のコスト意識や経営感覚の醸成を含めて、広告事業収入の確保策の強化を

図る。市税等の滞納について平成 16年度（2004年度）から時限的に実施して
いる滞納整理の特別対策の検証を行い、効果的な実施体制を整える。また、公

共施設配置構想Ⅱによって、公共施設用地としての活用を見込まない遊休地に

ついては、売却することにより市有財産を効率的に活用する。 
 

３ 意識改革とその処方箋 

職員一人ひとりが箕面版ＮＰＭをはじめとする改革の趣旨を理解して意識

改革を遂げなければ、究極の自治体改革は達成できない。社会経済状況の変化

に対応した自治体システムの変革を積極的に推進するため、常に自己啓発に努

め、改革に進んで取り組む士気の高い職員・職場環境に支えられた行政組織が

本市のめざすべき姿である。 
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成果志向の行政運営を行うためには、自分で考え、行動できる職員が多くな

らなければならない。そして、既存事業の執行を漫然と行うのではなく、執行

の結果を評価し、改善するという作業を恒常化することが必要である。このこ

とを踏まえ、職員の意識改革のツールとしても行政評価制度を十分に活用する。

また、市民と接する全ての職員が意思決定に参画できるよう権限委譲を進める

とともに、組織活性化の諸方策を検討し、やる気のある職員の意見が施策選択

に反映されるようにする。 
さらに、平成 17年度（2005年度）に策定した箕面市人財育成方針等をふま

え、横並び組織の中で、やってもやらなくても処遇は変わらないというこれま

での人事・給与システムを見直し、職員間に健全な競争原理が働くよう抜本的

な人事・給与・研修制度改革に取り組み、がんばった職員が正当な評価に基づ

き処遇され、さらにやる気を高めて能力向上に取り組むような加点主義の考え

方を拡大していく。 
 
 

４ 集中改革プラン実行により達成すべき数値目標 

集中改革プランを実行することにより、箕面版ＮＰＭの考え方に基づく行政

システムへの変革を遂げ、目前の課題である財政危機に対応し、現状の行政組

織のスリム化・効率化を図るとともに、職員のそれぞれの職場における自己実

現が市民の幸福に直結することをめざしていく。 
改革の成果の一面しか示さないが、財政危機克服の目安とするため、改革期

間中の数値目標を以下のように設定する。 
なお、この数値目標は、三位一体改革の影響を含めて、あくまで現時点で判

明している要件に基づいての収支試算等によって設定したものである。 
 

 
■ 経常収支比率の抑制・収支均衡した財政構造 

長期財政試算によると、経常収支比率*2は、今後においても厳しい状況が
続くと見込まれ、試算では、平成 19年度（2007年度）以降 110％を超える
数値で推移し、平成 22 年度（2010 年度）には、113.3％になると予測され
ている。また、毎年度 35 億円規模での財源不足が続くが、それを基金の取
崩しでまかなうとすれば、平成 22年度（2010年度）には基金が底をついて
しまうこととなる。 
だからといって、急激に単年度の収支を均衡させることは極めて困難であ

り、長期的視野に立って、経常収支比率 100％以下で、かつ、一般財源の収

支均衡した財政構造に変革することをめざす。おおむね 10 年以内で、基金
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がなくなる前に、経常経費及び臨時事業の削減と、基金活用のバランスをと

りながら進めることとする。 
そのためには、毎年度、3 億 6 千万円ずつ経常経費の削減を積み重ね、あ
わせて、臨時事業の経費についても毎年度 3億 3千万円削減することが必要
となる。 
これらの取り組みを行うことによって、計画期間終了後の平成 22 年度

（2010 年度）当初予算における経常収支比率を 106.9％に抑制する（財政収

支試算では 113.3％）。 
 
また、基金は、後年度の社会経済状況の激変に備えることや、箕面市政の

継続と安定を図り、持続可能なまちづくりを行うためにも、一定額を確保す

る必要があるものの、今後見込まれる財源不足に対応するには、基金を活用

せざるを得ない。 
今回の収支試算の不足額には、現在確定していない事業費は概算でしか見

込んでいないため、実施する事業の内容によっては、収支不足額は増減する

こととなる。既存事業を含めてこれら経費を削減することは、もちろんであ

るが、将来負担軽減の観点から、市債発行を極力抑制しながら基金を活用す

ることとして、平成 22 年度（2010 年度）末における基金残高 48 億円を確保

目標とする。 
 
 
 
◎収支試算（改革を実施しない場合のシミュレーション） 

     年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

経常一般財源 ①   22,804 22,769 22,605 22,598 22,598 22,598 22,598 22,598 22,598 22,598

経常経費 ②   26,108 25,635 25,662 25,601 25,601 25,601 25,601 25,601 25,601 25,601

経常収支比率 ②／①   114.5% 112.6% 113.5% 113.3% 113.3% 113.3% 113.3% 113.3% 113.3% 113.3%

単年度の収支    ▲4,287 ▲3,427 ▲3,719 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731

基金残高  15,079 10,792 7,365 3,646 ▲85 ▲3,816 ▲7,547 ▲11,278 ▲15,009 ▲18,740 ▲22,471 

＊平成 23年度以降は、22年度の数値を単純にスライド 
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◎収支試算（おおむね 10 年後に、経常収支比率 100％以下、収支均衡する財
政構造の実現をめざした場合のシミュレーション） 

年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

経常一般財源 ①  22,804 22,769 22,605 22,598 22,598 22,598 22,598 22,598 22,598 22,598

経常経費 ②  26,108 25,635 25,662 25,601 25,601 25,601 25,601 25,601 25,601 25,601

経常削減額 ③  ▲ 360 ▲ 720 ▲1,080 ▲1,440 ▲1,800 ▲2,160 ▲2,520 ▲ 2,880 ▲ 3,240 ▲3,600

経常経費再計算 ④：②-③  25,748 24,915 24,582 24,161 23,801 23,441 23,081 22,721 22,361 22,001

経常収支比率 ④／①  112.9% 109.4% 108.7% 106.9% 105.3% 103.7% 102.1% 100.5% 99.0% 97.4%

単年度の収支 ⑤  ▲4,287 ▲3,427 ▲3,719 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731 ▲3,731

臨時事業削減額 ⑥  ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330 ▲ 330

単年度収支再計算 ⑤-③-⑥  ▲3,597 ▲2,377 ▲2,309 ▲1,961 ▲1,601 ▲1,241 ▲ 881 ▲ 521 ▲ 161 199

基金残高  15,079 11,482 9,105 6,796 4,835 3,234 1,993 1,112 591 430 629 

＊平成 23年度以降は、22年度の数値を単純にスライド 
＊今後、毎年度、実績や情勢変化を反映してシミュレーションを更新する。 
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Ⅷ 処方箋の内容 
 
これまでの１１の処方箋に関して現在の到達点をふまえての今後の取り組み

内容を整理するとともに、新たに豊富化して取り組む３つを加えて、１４の処

方箋について提示する。 
 
１ トップマネジメントとバランスのとれた事業担当部局への権限委譲 

成果志向に基づき顧客満足度を高めるためには、行政内部の意思決定は迅速

に行うことが必要である。この間、政策総括監の設置、政策決定会議等の設置

などにより、トップマネジメントの充実や意思決定プロセスの明確化などを図

ることで、組織の統率力を充実することができてきた。今後は、平成 17年度
（2005 年度）の組織・機構改革の際に各部局に設置した政策調整課の機能を
強化し、市民と直接接する事業担当部局からの政策形成がより実施しやすくな

るよう権限委譲を進めていくことで、組織の統制を維持しながら、迅速かつ実

態に即した政策形成をはかっていく。 
 
(1) 設置済みの体制のより有効な運用 

 平成 14年度（2002年度）に、政策総括監の設置、政策決定会議・政策調整会議
の設置を行い、市長の補佐をするとともに、意思決定プロセスの明確化を図った。 
春の政策課題ヒヤリングにおいては、当該年度の重要課題について、庁内意識共

有を図るとともに、中期的視点に立っての事業推進や見直し等が進むようにヒヤ

リング項目の設定を図る。 
 

(2) 政策調整課の機能強化 

平成 17年（2005年）4月の組織機構改革において、各部局室に政策調整課を設
置した。市民に最も近い事業実施部局での政策形成が一層促進されるように、部

局の中枢としての機能強化を図っていく。 
 
(3) 横断的課題への取り組み強化 

 各部局にまたがる重要な課題についてはプロジェクト会議を設置し、全庁的な取
り組みを推進する。平成 14年度（2002年度）からプロジェクト会議方式を採用
した際は、政策総括監が主宰をしていたが、事業担当部局が部局間調整も含めて

政策形成の中心となっていくよう権限委譲の一環として基本的には中心となる事

業担当部局の部長が主宰することとする。 
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２ 行政評価制度 

本市における「構造改革」と「意識改革」を推進するための重要な処方箋と

して、行政評価制度が位置づけられる。また、行政評価制度は、それが効果を

発揮することにより「歳出改革」も期待できる。 
本市では、平成 12年度（2000年度）から行政評価制度を導入し、第四次箕
面市総合計画の進行管理を行っている。第２期実施計画（平成 16～18年度）
では、施策評価と事業評価、事前評価と事後評価を整理した。「施策の優先度」

に基づき大局的な観点からの資源配分の見直しを進めていくために施策とい

う大くくり単位で実施する事前（施策）評価と、事業担当部局での自己点検ツ

ールとしての事業単位での事後（事業）評価といった仕組みを導入した。事後

（事業）評価調書については、市民との議論の素材とするために四半期単位で

公表することとしている。 
今後は、平成 18年度（2006年度）作業から、行政評価・予算編成・予算執
行・決算をトータルに管理する新たな財務会計システムに移行することをふま

え、予算編成との連動性を一層強めながら、行政活動全体の最適化を図ってい

く。 
あわせて、市のホームページでの公開に加え、決算における参考資料として

活用するなど、より情報提供機会を広げ、多方面からの意見や指摘を受けるこ

とで、自ずと精度が高まり、行政活動の適正化が図られていくサイクルを作り

出す。 
 
(1) 第四次箕面市総合計画第３期実施計画との連動 

平成 16年度（2004年度）～18年度（2006年度）を計画期間とする第四次箕面
市総合計画第２期実施計画においては、行政評価制度を計画の進行管理のツール

として用いることとしている。第３期実施計画についても、メリハリのある施策

実施が図れるよう行政評価制度による進行管理を行うこととする。 
 
 
(2) 歳出削減のための取り組み強化 

① 平成 19 年度（2007 年度）予算から 22 年度（2010 年度）予算まで、年度ご
とに目標を立て、事務事業の縮小・休止・廃止により歳出削減を図る。 

② 事業の抜本的な見直しを行わずに、「予算的な縮小」にとどまっていては、逆

に、市民ニーズに的確に対応した施策展開につながらない場合があり、「施策
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の優先度」など大局的な観点に立って、事業の「選択と集中」を進めていく必

要がある。 
③ 毎年度の予算編成にあたっては、経常経費の部局別枠配分といった事業部局の

権限による予算編成方式を引き続き実施するとともに、市民の将来負担増加を

招かないためにできる限り起債発行を抑制し、基金の活用を図ることとする。

なお、現在の設置している基金について設置目的等が現状に合致しているか検

証し、寄付金等積み立てにあたっての経過を考慮しつつ、今後の施策目的実現

に向け有効かつ弾力的に活用するため、基金の統合整理についても検討する。 
 

 
 

３ 箕面市アウトソーシング計画（ＭＯＳ計画） 

アウトソーシングは事務（業務）の外部化のことをいい、狭義では、行政サ

ービスの一部を外部へ委託することをいうが、本市における検討では、公共と

民間・ＮＰＯ・市民との役割分担の見直し、他団体との連携を含め、広くアウ

トソーシングと定義した。 
このアウトソーシングの取り組みにより「構造改革」を進め、大幅な「歳出

改革」を実現するものである。平成 15年（2003年）2月に策定した箕面市ア
ウトソーシング計画（ＭＯＳ計画）は、プログラムにおける取り組みの中で最

も重要なものであり、平成 14年度（2002年度）～18年度（2006年度）の５
年間を当面の計画期間として実施してきている。この間の取り組みを整理、検

証するとともに、指定管理者制度の創設や、「団塊の世代」職員等の大量退職、

再任用制度の活用などの状況をふまえ、第四次箕面市総合計画期間内の方針を

定めアウトソーシングを進めていく。 
 
 
(1) アウトソーシングのメリット 

① 専門的な技術やノウハウをもつ民間の活力を導入することにより、より高い効

果が期待できる。 
② 特定の業務を専門的かつ集中的に行っている民間企業等に委託することによ

り、「執行（ＤＯ）」のコストダウンを図るとともに、プラン・チェックを強化

し、行政運営の効率化と簡素化につなげる。（※） 
③ ボランティア、ＮＰＯなど、より地域に密着した市民活動に任せる方が地域コ

ミュニティの活性化と自治意識の高揚をもたらすとともに効率的である。 
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(2) アウトソーシングの検討対象及び方法 

① 「市の職員が直接執行しなければならない事務」をおおむね「公権力の行使に

関すること」と「政策形成に関すること」の２つとし、それ以外のすべての事

務（業務）を検討対象とする。 
② 「公共性の検証（補完性の原則）」と「執行の効率化」の２つの観点から検討 
③ 公共性の検証：「公共サービスとして行う事務か」➯ ＮＯならば、民間や地

域に委ねる。（公共と民間の役割分担の見直し、事務事業の廃止） 
④ 執行の効率化：「実施主体を外部に求めることが効率的か」➯ ＹＥＳならば、

委託等による執行方法の見直し（業務委託、人材派遣、施設の公設置民運営、

ＮＰＯ・ボランティア、広域連携） 
 
(3) アウトソーシングの対象となる主な業務について 

① この間、ごみ収集業務・ごみ処理業務・学校調理業務、病院調理業務などの

※【アウトソーシングのコスト面での効果】 
∗ ミクロ的に見れば、アウトソーシングによるコスト削減効果は中・長期的になる場合がある。
∗ 例えば、下図において、ある行政サービスについて、アウトソーシング前の人件費を100とし、
人件費40に相当する業務をアウトソーシングすれば20で済むと仮定 

∗ ２年目にそのサービスの一部業務をアウトソーシングしたとしても、そのことによる余裕人員
と退職者数がイコールとならないため、アウトソーシングによる物件費の計上により、トータ

ルコストが100を超える状態がしばらく続く。しかし最終的には累計でアウトソーシングによ

る余裕人員を退職者数が上回り、コスト削減効果が確保される。 

∗ 中・長期的に高コスト構造の体質自体が改善されるところがアウトソーシングの最大の効果 
∗ ただし、本市でアウトソーシングを進めるに当たっては、財政全体のバランスを考慮し物件費
の突出を避けるとともに、余裕人員は強化部門に配置することで行政サービスの向上を図る。

 

コスト削減効果

が出始める 



 

 39

アウトソーシングを進めてきており、検証を行いつつアウトソーシングを検

討する。 
② 事務部門に関しても、公務員以外で執行可能な業務を整理し、アウトソーシ
ングを検討する。 

③ アウトソーシングの実施検討に際しては、今後拡大する再任用職員の活用を
図ることを併せて検討する。 

④ 直営で運営している公の施設について指定管理者制度の導入を検討する。 
 

 
４ 箕面市職員定員適正化計画 

定員適正化計画は、効率的な行政運営を推進するために人件費を抑制する手

法として必要不可欠であり、少数精鋭の行政組織をめざし、必要な人材は一定

確保することも念頭において、ＭＯＳ計画と整合を図りながら進めるものであ

る。すなわち、本計画により「構造改革」を推進し、大幅な「歳出改革」を実

現する。 
現行の「第２次箕面市職員定員適正化計画」の取り組み状況を検証し、団塊

の世代等の退職や再任用制度の活用などについても勘案し、平成 22年度まで
の取り組みを方針化し進める。 

 
(1) 策定に当たっての考え方 

① 職種ごとに今後５年間の事業計画等を勘案し、退職者補充の可否及び補充数、

補充手法の選択を行う。 
② アウトソーシングによる業務運営手法・体制の見直しや事務事業の廃止・縮

小・統合等を検討し、必要最小限の人員を確保する。 
③ 組織の新陳代謝や活性化を図りつつ、長期的視点から将来の箕面市を支える人

材を計画的に採用する。 
④ 少数精鋭の行政組織をめざし、職員一人ひとりの能力を高めるための人事・給

与・研修制度の抜本的改革を並行して行う。 
⑤ 常勤職員数の減少を前提として、現在、常勤職員が担っている業務や職域を常

勤職員以外へシフトする。 
 
(2) 計画の目標値 

① 国は、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（平成 17
年（2005年）3月）によって、平成 17年（2005年）4月 1日現在職員数を 5
年間で 4.6％純減することを求めている。この 4.6％は、平成 11 年度（1999
年度）から平成 16年度（2004年度）までの全国の地方公共団体の総定員の純
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減実績である。 
② 本市では、全国の平均的な削減を上回る削減実績(9.6%)をあげている。また、
職員数がピークであった平成 8年度(1996年度)に比べると、平成 17年度(2005
年度)では、281人の削減実績となっている。 

③ 厳しい財政状況を克服するべく、さらなる職員削減を進めていく必要があるが、

急激な市民サービスの低下を招かないためにも、市民との役割分担、業務の見

直し、再任用の活用、アウトソーシングなどと連動させながら取り組みをすす

めていく。 
④ 計画削減目標職員数 
 
 
 
 
 
 
⑤ 目標値は、計画期間内に新たなまちびらきによる世帯増加、地方分権による業

務の増大なども見込まれることから、必要に応じて見直しを図る。 
 
（参考１）箕面市における 11年度から 16年度までの職員数 （単位：人） 

年度 11 12 13 14 15 16 
職員数（実績） 1,746 1,717 1,696 1,666 1,623 1,579 

増減 ▲29 ▲21 ▲30 ▲43 ▲44 
※箕面市における 11年度から 16年度までの職員数は、9.6％の純減実績 

      ※職員数は、消防・保育・教諭・医療・技能の職員含む。 
 

 
５ 外郭団体等の改革 

ここでいう外郭団体等とは、本市が設立に主体的に関与し、資本金およびこ

れらに準ずるものを出資又は出捐しているものに加え、補助金の交付や市職員

の派遣など、財政的・人的関与を行っている民法・社会福祉法人法に基づく法

人及び株式会社とする。 
外郭団体等は、これからの市政運営にとって、協働してコミュニティを支え

ていくパートナーとして位置づけられる。本市行政システムの抜本的な改革を

進めている現在、行政と密接な関係を持つ外郭団体等においても、組織のスリ

ム化や効率化など、積極的な改革に取り組み、健全な経営基盤を構築すること

が求められている。このような取り組みを通じて、箕面市行政の「構造改革」

１，５２４人 

１７年度 削減数（削減率） 
▲１００人（▲６．６％） １，４２４人 

２２年度 
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を推進し、「歳出改革」にもつなげることができる。 
この間、各外郭団体によって経営改革計画が策定されている。市としても、

経営改革計画を尊重し、外郭団体の自主的自立的運営がなされていくように協

働して取り組む。 
 
(1) 経営改革計画の策定 

① 各団体においては、市民ニーズの変化などをふまえての団体の存続意義や、

コスト低減方策などの経営の健全性、また、市との役割分担のあり方などに

ついて、検証を実施し、団体のあるべき姿や経営改革へ向けての課題、取り

組み事項について定めた経営改革計画を策定してきた。 
② 市としても、平成 15年（2003年）12月に、団体改革計画策定に向けた「市
としての方針」を決定した。 

 
 
【各団体の「経営改革計画」策定へ向けた市としての方針について】 
 
１．方針（あるべき姿） 
 ★基本方針 

 ◆団体経営の自主性・自律性の確立を徹底する 
 （競争原理・成果志向・協働重視） 
 ◆「経営改革計画」期間終了後には自主・自律経営ができていること 
 （自主・自律ができない場合は、廃止・統合とする） 

        ※行政の関与のあり方について見直しを図り、団体等の自立経営への取り組
みを促進する。（経営再生プログラムより） 

 
２．自主性・自律性の確立に向けて 
（１）補助金・委託料等 

 ◆インセンティブが働き、職員の意識改革につながる財政支援をめざす 
 ◆団体として自由に活用できる財源の確立をめざす 
①財源等の確保と活用 
◆団体の内部留保金を積極的に活用する 
◆財団法人の運用財産の活用と基本財産から運用財産への移行を進める 
②補助金・委託料 
◆「金利差補助」「収支差補助」を改め、インセンティブの働く新たな支援を

確立する 
◆委託料の精算等について、積算根拠を明確にしたうえで、インセンティブ

の働く手法を確立する 
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（２）人事・給与 

 ◆自主性・自律性を確立するため、市職員の派遣は、計画的にひきあげ、専

門性と経営力の確保を目的としたプロパー職員（団体独自採用職員）が中

心となる体制に切り替えていく 
 ◆プロパー職員（団体独自採用職員）の人材育成として、派遣研修（人事交

流）を行う 
 ◆給与制度は、各団体の独自システムを可能とする（条件整理） 
①プロパー職員（団体独自採用職員）の人材育成 
◆プロパー職員（団体独自採用職員）の人事交流を促進する 
◆市職員派遣を計画的に削減する 

 
②自主的・自律的な人事制度の確立 
◆事務局長等の招聘等独自人材の確保を促進する 
◆独自の給与制度の検討を進める 
◆人事への関与を縮減する（最終的には廃止） 

 
③ 経営改革計画策定団体 
    ・社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会 
    ・社会福祉法人 あかつき福祉会 
    ・財団法人 箕面市文化振興事業団 
    ・財団法人 箕面市国際交流協会 
    ・財団法人 箕面市医療保健センター 
    ・財団法人 箕面市障害者事業団 
    ・社団法人 箕面市シルバー人材センター 
    ・箕面都市開発株式会社 

 
(2) 経営改革計画のさらなる推進 

① 各団体の策定した経営改革計画をふまえ、各団体と市とで定期的に意見交換を

図るなどして、経営改革計画の着実な推進を市としても協働して取り組む。 
② その際、外郭団体の自立的運営を促進することを基本として、市の関与を最小

限に限定していく。人的資源をみると市への依存度が高く、外郭団体等の自立

性を高めるためには、団体固有職員の養成･確保が急務である。そのため、単

に市から職員を派遣する方式ではなく、市職員と団体職員とが人事交流し、相

互に研修し人材育成を図る方式への転換を進めることが必要である。 
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６ 構造改革のための個別的政策課題 

箕面版ＮＰＭを具現化するには、「構造改革」として、市民との協働を進め

るためのシステム整備や本市の抱える構造的問題の解決など、いくつかの取り

組みが不可欠であり、ここでは改革期間中における個別的政策課題の主なもの

を整理する。これらの取り組みにより、「歳出改革」や「意識改革」も推進す

るものである。 
 
(1) コミュニティセンターを核としたコミュニティ施策展開 

① 平成 14 年度（2002 年度）からコミュニティ行政に関して調査、研究等を進
めてきたところであるが、平成 16年（2004年）6月に「地域と行政の協働の
新しい仕組みのあり方」プロジェクト会議の報告書としてとりまとめを行った。

その中で、地域的な連帯感が希薄化してきているもと、地域課題の解決に向け

て、補完性の原則に基づいた、地域と行政の協働した取り組みの必要性が再確

認された。また、地域の団体の抱える課題や実情もふまえながら、地域自治の

発展を展望しつつ、取り組みを例示した。その上で、地域の財産であるコミュ

ニティセンターを中核として活用し、各種の地域団体やＮＰＯ、市民のネット

ワークの形成を第一段階として位置づけた。そのための取り組みとして、「緩

やかな会議（ラウンドテーブル）」のモデル試行を行うこととして、地域が中

心となって開催されてきている。 
② 報告書にも明記されているが、地域の自主性が何よりも重要であり、それぞれ

の地域の特色、個性が大切にされる必要がある。行政からの「画一的な押しつ

け」とならないよう、行政として必要な助言、支援を受け持つパートナーとし

ての役割を果たすこととしている。 
③ 今後も、「緩やかな会議」のモデル試行などの状況もふまえながら、補完性の

原則に基づいて、地域でできることは地域で行えるようコミュニティ施策の展

開を図っていく。 
 
(2) 市民との情報共有化の推進 

情報公開としては、公開対象を電磁的記録を含めて組織的共用文書に拡大する

など、平成 17 年（2005 年）3 月に情報公開条例改正を行った。また、情報提供
としては、市の経営会議や政策決定会議などの概要をホームページに掲載したり、

市の重要な計画等について策定前に市民意見を聴くパブリックコメント手続きに

関する指針を平成 17年（2005年）に定めるなど、市民との情報共有のための仕
組みを整備してきている。今後、外郭団体における情報の公開制度が整備される

よう働きかけるとともに、市民との情報共有が図れるよう適切な運用を図ってい

く。 
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(3) 地方分権時代にふさわしい組織づくり 

① 品質管理の取り組み検討：業務改善・再構築の取り組みの中で、業務の可視
化を行い、マニュアル整備やチェック機能の整備などを進め、ISO9001など
の理念、趣旨を活かし市民サービスの品質管理を図っていく。 

 
② 政策法務能力の向上策の検討：地方分権の時代にあっては、法令や各種規定
等を遵守し、公正かつ公平に業務を遂行すること（コンプライアンス）とと

もに、自治体の実情に応じた独自の政策や施策を積極的に展開していくこと

が求められる。そのためには、法令等を的確に解釈し運用できる能力とあわ

せて、当該政策や施策を実施していく際に必要となる新たな法的制度を設計

する政策法務能力の向上が不可欠である。事業担当部局と政策法務担当部局

双方での能力向上と役割分担について検討する。 
 
(4) ＮＰＯとの協働の推進 

① 行政の役割分担を見直し、市民との協働を進めていくためには、ＮＰＯ活動が

本市においても促進されることが必須である。 
② ＭＯＳ計画に示されたアウトソーシングを推進するに当たり、その委託先とし

てＮＰＯが積極的に選択されうるよう、市民活動センターがインターミディア

リーの機能を十分発揮することが必要である。（インターミディアリー：中間

支援組織。専門知識とネットワークを活かして、組織間の仲立ちをし、必要と

されるサービスの需要と供給を仲介する組織のこと。） 
③ 行政としても、ＮＰＯへの委託が円滑になされるよう、ＮＰＯとの契約に関す

るガイドラインに基づき取り組む。 
④ ＮＰＯ団体からの提案制度検討 
⑤ 市の推進体制として各部局に「市民協働パートナーシップ推進員」制度導入を

検討する。 
 
(5) 各種団体への関与の見直し等 

本来、市の職員が事務を担うべきでない団体への関与のあり方について見直し

を図ってきている。今後も、各団体の自立的運営を基本とするなかで、市との協

働関係を進めていく。 
 
(6) 保健・医療・福祉の連携再構築 

プロジェクト会議において、保健・医療・福祉の連携について取り組んできた

ところであるが、平成 16 年（2004 年）3 月に市立病院経営健全化計画の策定、
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平成 16年（2004年）4月に豊能広域こども急病センターの開設、平成 17年（2005
年）4月からは市立老人保健施設が指定管理者制度へ移行するとともに、平成 18
年度（2006年度）には医療保健センターの指定管理者制度への移行や市立病院の
リニューアルオープンがなされるなど、ライフプラザ群を構成する各施設の状況

の変化をふまえ、連携を強化するとともに、市立病院の自立的経営をさらに進め

るため、地方独立行政法人化、指定管理者制度移行などの具体化を検討する。 
 
(7) サンプラザ周辺地区の活性化 

箕面地区、桜井地区を本市の中心市街地として位置づけ、都市生活空間として

の中心市街地を活性化するため、平成 16年（2004年）12月に基本的な方針、３
３の施策などを定めた「箕面市中心市街地活性化計画」を策定した。 
また、平成 17 年（2005 年）３月、計画に基づく中小小売商業高度化事業構想
（TMO構想）を認定し、その構想にもとづく商業等の活性化のマネージメントを
実施する TMO（箕面わいわい株式会社）が中心市街地の活性化に向けた取り組み
を精力的に開始している。今後は、ＴＭＯを中心に、みのおサンプラザ公共施設

の再配置と併せて、市民、商業者、ＴＭＯ等の連携によりハード・ソフトの両面

にわたる様々な施策を推進していく。 
 
※ＴＭＯとは、「Town Management Organization」の略で、まちづくりをマネ
ージメント（運営・管理）する機関である。 

 
(8) 土地開発公社のあり方 

高度経済成長期においては、地価が高騰し、公共用地の確保が困難となる中、

公社の機動力を活かし、用地を先行取得することは大きなメリットがあった。し

かしながら、近年においては、地価は下落傾向を示しており、土地開発公社を介

して用地を先行取得する意義が希薄になってきた。今後、公社による先行取得を

実施する見込み等も勘案しながら、公社の解散を含めて、今後のあり方を検討す

る。また、土地開発基金についても併せて検討する。 
 
(9) 入札制度の改革 

契約事務の一元化など効率性の観点から現行事務の見直しを検討するとともに、

一般競争入札制度や総合評価制度の実施について検討する。また、他市事例も検

証しながら電子入札の導入是非についても検討する。 
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７ 公共施設配置の適正化 

現在、平成 16 年（2004 年）4 月に改訂した公共施設配置構想Ⅱに基づき、
中期的な公共施設配置についての考え方をふまえ、施設の配置を予定しない遊

休地については売却して有効活用することも含めて取り組みを進めている。今

後、施設の老朽化が進み、施設保全などに多額の経費を要することとなってい

くため、市の厳しい財政見通しもふまえた対応方策の検討が必要となる。現在、

箕面サンプラザの市保有床の活用とあわせて、第二別館、郷土資料館の機能と

一体的に再編整備を進めているところであり、今後も、施設機能の複合化、統

合化など施設の効率的活用を行うなどして、市の保有する公共施設配置のあり

方全般にわたって検討を加えていく必要がある。 
 
 

８ 滞納整理の特別対策 

市民負担の公平性を確保するために、市税の徴収率の向上を図るとともに、

使用料･貸付金返還等における滞納についても、収納に向けた全庁的な取り組

みを行ってきている。平成 16年度（2004年度）～18年度（2006年度）の間、
時限的に設置している特別対策部署の取り組みをふまえ、より効果的・効率的

な滞納整理の実施体制のあり方を検討し、平成 19年度（2007年度）から移行
する。あわせて、担当職員の専門的研修の強化充実を図るとともに、督促等に

おける民間ノウハウの活用を検討する。この取り組みは、「歳出改革」を支援

するものと位置づけられる。 
 
 

９ 受益者負担の適正化 

多様な行政サービスの中には、市民のほとんど全員が利用されるサービスも

あれば、ごく一部の市民のみが利用されるサービスもある。今後、市民ニーズ

がますます多様化する中で、市民間の負担の公平性を図るため、受益と負担の

あり方を明確にし、それについて市民理解を得ながら、受益者負担の適正化に

努めていく。この取り組みも「歳出改革」を実現するための一つの方策と位置

づけられる。 
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(1) 受益と負担の考え方 

① 図は、受益と負担の関係を考えるためのアプローチ例 
 
             【受益者負担が考慮されるべき領域】 

 

 
 
 
 
 
 

 
② 負担の導入が検討可能なサービスは、受益者が特定できるものに限定される。 
③ 公益性と私益性、必需性と選択性を評価基準とした場合、租税負担の原則が貫

かれるのはⅠの領域のみであるが、この領域についても、すべて租税で賄いき

れるものではなく、受益者負担を検討していく。 
④ Ⅳについては、基本的に、民間が主体となって供給されるべき分野であり、公

共部門の役割ではないため、受益者負担が原則となる。 
⑤ Ⅱについては、必需性はあるものの私益性を考慮すると、ある程度は受益者が

負担することが必要である。 
⑥ Ⅲについては、公益性が高いものの選択性が強い領域であるため、受益者に応

分の負担を求めていかなければならない。 
 
(2) 今後の受益者負担導入の進め方 

① 今後、順次、受益者負担の適正化を図る。 
② 受益者負担導入の基準などについて考え方を整理しながら、受益者負担を導入

するサービスの選定を行う。 
③ 実際に負担を導入する場合には、当該サービスにかかる全体コストを明らかに

し、そのうちどの部分を受益者負担の範囲として設定したのかを理由とともに

示し、市民理解を求めていく。 
④ 一度設定した負担額についても定期的に見直し、負担の公平性を担保する。 
⑤ あわせて、減額免除を行っている場合は、その対象範囲や適用率が適切かどう

かについても見直しを検討する。 
 

10 人事・給与・研修制度改革 

スリム化された少数の組織で新しい自治体の役割を果たそうとすれば、職員

能力のさらなる向上が不可欠である。そのためには、職場において自己実現を

必需性 選択性

公
益
性 

私
益
性

Ⅰ Ⅲ

Ⅱ Ⅳ
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図ろうとする職員、つまり、がんばった者が報われる加点主義人事への転換と、

それを支える給与や研修システムを整備することが必要である。平成 17年度
（2005 年度）策定の箕面市人財育成方針をふまえ、人事・給与・研修制度改
革により「意識改革」を推進するとともに、「歳出改革」を実現する。 

 
 (1) 評価の「処遇」への反映 

① 人事考課結果等の給与への反映 
 人事考課・目標管理評価結果を昇任、人事配置へ反映させるとともに、給与（勤
勉手当等）への反映について検討する。 

 「特別昇給」の積極的運用も検討する。 
② 昇任制度の見直し 

 業績をあげた職員の管理監督職への早期選抜手法を検討する。 
 「自主降格制度」の導入を検討する。 

 
(2) 長期的視点からの人材育成 

① ジョブローテーション（教育的配置）の方針の確立 
② 複線型人事制度の確立 
・管理職体系の見直しと複線型の人材育成（ゼネラリスト、スペシャリスト） 
③ 自己申告制度の見直し：職員一人ひとりの希望するキャリアプラン等を的確
に把握し、人事配置、能力開発、人材育成に積極的に活用できるよう見直す。 

④ 女性職員の職域や能力開発、積極的登用：女性職員の昇任試験の受験率が低
下している一方で、現在 30歳以下の事務職については、ほぼ半数が女性職員
であることから、将来の組織活性化のため、抜本的な対策を検討する。 

 
(3) 多様な人材の確保と活用の推進 

① 高度な専門的知識や民間的感覚を持った人材の確保・活用 
・任期付き任用制度の活用（平成 14 年（2002 年）地方公務員法改正）を検討
する。 

 
(4) 給与構造改革 

平成 17年度（2005年度）人事院勧告に基づく給与構造改革の実施を検討する。 
① 給料表の構造見直し 

・給料表水準を引き下げ、地域手当による官民格差是正を検討する。 
・昇給カーブのフラット化を図り、年功的な給与構造の見直しを検討する。 
・勤務成績を給与にきめ細かく反映できるよう現行の１号給を４号給に細分

化を検討する。 
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② 昇給制度の見直し 
・昇給の区分を数段階設け、勤務成績が昇給に適切に反映される仕組みを検

討する。 
 

11 組織活性化の諸方策 

本市行政の「構造改革」をなしとげるための一つの柱としての「成果志向」

を実現するためには、市民に直接、接する職員の活性化が不可欠であり、職員

がのびのびと働ける柔軟で風通しの良い職場をつくるための諸方策を講じる

必要がある。また、この組織活性化の取り組みは、併せて「意識改革」を推進

するものである。 
 
(1) 各職場における双方向機能強化 

① ＰＤＣＡのマネジメントサイクルは市役所全体というマクロ的な視点で実行

されるとともに、各事業、もしくはそれを構成する各作業においても実行され

なければならない。 
② あらゆる行政サービスの改善ポイントは、その執行に当たっている職員が最も

熟知していることから、行政評価については管理部門が机上で行うのではなく、

職場の各方面からの意見を汲み取り、市民ニーズや社会状況の変化を勘案した

上で行うようにする。管理部門と事業担当部門との双方向での議論を強化し、

市全体での方向性と整合させながら、市民ニーズに的確に対応した施策の推進

を図る。 
③ 各部局においてＰＤＣＡマネジメントサイクルが機能するよう業務の実情に

あった仕組みの整備を進める。 
④ また、目標管理制度の目標設定に際しても双方向の議論により行う。 

 
     【ＰＤＣＡマネジメントサイクル】 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

PLAN 
総合計画 

実施計画 

ACTION 
改革 

CHECK 
行政評価

ＤO  
事務事業

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ

職場でもＰＤＣＡ

サイクルを確立 

（行政評価の議

論など） 

反映 
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 （2） 政策課題の提言・研究・推進 

当初、部局横断的な政策研究組織を設置して研究を行うこととしていたが、適

切な課題設定ができなかったことなどから、設置ができなかった。 
平成 17年度（2005年度）に再編した職員提案制度を通じて、職員の提案・提

言を促し実現に向けた取り組みを進めるとともに、同じく平成 17年度（2005年
度）から実施している政策課長会議において政策課題についても議論ができるよ

う取り組む。 
 
(3) フラット型組織運営の検討 

① 現在、次長クラス、課長クラスの職（ポスト）増加により、実質的に縦のライ

ンが長くなり、政策決定までのスピード低下を招く傾向がある。管理職の人材

を十分に活用するとともに、上下間のコミュニケーションを活発化することが

必要である。 
② 例えば、次長クラスは総務次長を除き、原則としてラインから外れることで、

それぞれがスタッフとして部局長からの特命課題を単独で担う、もしくは部局

横断的な特命課題を実質的に主宰するなど、資格制度の積極的運用等によるフ

ラットで効率的な組織のあり方を検討する。 
③ 課内ミーティングの開催やＭ－ＮＥＴ（箕面市行政情報ネットワークシステ

ム）の活用により、職員間の情報共有は図りながら、意思決定の決裁の簡略化

や権限委譲を行い迅速な意思決定ができる仕組みを検討する。 
 
(4) 庁内公募制度 

横断的課題や新規施策の実現に向けて、職員の興味関心、能力を活かして取り

組みを進めるために、これまで実施している庁内公募制度について今後も適正に

運用する。あわせて、特命的課題に関するポストについての希望異動制度を検討

する。 
 
(5) Ｍ－ＮＥＴの活用と情報活用能力の向上 

① Ｍ－ＮＥＴ（箕面市行政情報ネットワークシステム）のブロードバンド化が平

成 14年度（2002年度）中に完了したことを受け（基幹２Ｇbps、支線 100Ｍ
bps）、組織の活性化のため、職員提案制度におけるＭ－ＮＥＴ上でのフォー
ラム設置などの取り組みを行ってきた。 

② さらに、例えば、総務次長会議の電子会議化などＭ－ＮＥＴ活用による各種コ

ミュニケーション方策を検討・実施する。 
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12 歳入強化の取り組み 

 この間、財政構造改革について取り組みを進めてきたが、１つ１つの事

業見直しという手法のみでは一定の限界がみられ、施策という大きなく

くりに着目し「施策の優先度」にもとづいた大胆な資源配分の見直しや、

経常事業に関しての各部局枠内配分による予算編成方式の復活などの手

法を取り入れてきた。さらに、滞納対策を推進するとともに、他市町村

の取り組みなども参考にしながら、適正な受益者負担の見直し、遊休地

の売却、法人税率等の見直しなど歳入面での改革を積極的に推進していく。 
 
・競艇事業 
第二次適正化計画においては、第一次適正化計画に引き続き、収益性向

上のため選手報償費、従事員経費の見直し等による経費削減策を実施し、

経営の合理化、運営の効率化による体質改善を図る。また、平成 18年度
（2006 年度）から行われる住之江本場ナイターレース等の売上向上策を
重点的に実施し、さらに法定交付金及び納付金の見直しを要望していくと

ともに、収益増加の努力を図っていく。 

 

・広告事業 
市が発行、配布、設置、運用などをしている各種の媒体（紙、壁面、車

体など）を使って、広告による歳入確保や現物提供による経費の削減など

の取り組みを強化する。また、フェンスや案内板、各種施設など市の構造

物等の設置や維持管理を含めて民間にゆだねる、いわば「広告付きアドプ

ト」方式の導入を図っていく。 
これらの取り組みによって、一定の新たな財源の確保や経費の削減を行

うのみならず、職員のコスト意識の醸成など意識改革にもつなげていく。 
 

＜参考＞ 
平成 17年（2005年）７月、国の「行政効率化推進計画」改定。「行政の
効率化と財政の健全化に資する観点から、広報印刷物を広告媒体として活

用することにより、歳入の確保に努めることとする」ことが明記され、各

地方公共団体においても同様の取り組みについて参考にするようにとの通

知があった。 
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13 業務改善・再構築（ＢＰＲ）の取り組み 

 職員の退職等により、今後否応なく行政組織の人数、構成年齢（経験年数）

は大きく変動する。これまでと同じような業務遂行パターンのままでは円滑に

業務実施できない状況に陥っていく。より効率的に、業務・市民サービスの品

質管理を徹底するためには、現行の業務遂行過程の徹底的な見直し改善が必要

となる。 
 なお、取り組みにおいては、日常的な事務改善レベルの取り組みについても

同時並行して実施し、全庁的に共有化、促進を図ることによって、改革志向の

意識改革、職場環境の醸成につなげる。 
 
■BPR とは 

 ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（Business Process Reengineering）

の略で、業務過程改善のこと。企業活動に関する目標設定に対して、達成するため

の業務内容や業務の流れ、組織構造を分析、最適化すること。行政の活動において

も、この考え方を取り入れ、これまでの業務活動を抜本的に見直し、仕事のやり方

を刷新する。現在の事務・事業で行われている業務プロセスにとらわれずに、効率

的かつ適切に成果を得るためには、どのような仕事の処理手順がふさわしいかとい

った観点で改善を図る。 

 

（１）現状の問題点 

＊業務プロセスがわからない → 可視化  

 業務内容が複雑、多岐、多様にわたり、一方、人員数が限られ、また、電算シ

ステム化が進んできている中にあって、業務フローの内容が個々の職員の経験と

力量に任され、組織としての共有が薄れている。業務遂行のプロセスを誰が見て

もわかるようにすること（可視化）が、まず第一に求められる。 

 業務のプロセス・内容をマニュアル化したり、組織で共有化することによって、

正確で効率的な事務執行が図れるとともに、人事異動の際に、引き継ぎが迅速に

実施でき、必要以上に生じがちな混乱が回避できる効果も持つ。 

 

＊コアミッションとノンコアミッションが混在 

 人員が減少し、業務が多様化複雑化する中にあって、職員は業務を「こなす」

だけで精一杯の状態に陥っている。業務の中でも、本来、市の職員が一番注力す

るべき、中心核となる業務（コアミッション）と、それをとりまく周辺業務（ノ

ンコアミッション）とが混在している状況にある。 
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＊事務ミスが発生 

 業務の流れが鮮明にわからない状態の中、限られた職員配置で周辺業務を含め

て業務に追われる実態では、業務上のミスが生じやすい。ミスのチェックが十分

になされないケースも見受けられ、電算システムで一括大量処理している場合、

１つのミスの見落としが多大な被害を及ぼす。ミスが生じないように点検体制を

整備するためにも、業務プロセスを明確化し、ミスの生じやすいポイントのチェ

ック業務プロセスを事前に事務フローに組み込んでおくなどして、市民サービス

向上の観点からも業務の品質管理を徹底していく必要がある。 

 

（２）方向性 

 まず、現状の業務を丁寧に整理し、どのような業務を、どのようにして、どれ

くらい実施しているのかを誰でもわかるようにする（可視化）。 

その整理を通じて、コアミッションとノンコアミッションとを区分したうえで、

マニュアル化、システム化、業務統廃合、アウトソーシングなどの手法を用いて、

業務プロセスの省力化、標準化を行う。 

また、業務の省力化の観点からも、必要に応じて、事業実施部門や業務担当職

員への権限委譲を図る。 

 現行の業務フローを前提とするのではなく、より簡素効率的な業務フローに見

直すことは当然のこと、特に、電算化にあたっては本市独自のシステム・プログ

ラム開発をするのではなく、全国各地の自治体で同様の業務はあり、そこで使用

されている既存のシステム・プログラムを導入し、逆に、これまでの業務プロセ

ス自身を見直しことを基本とする。 

 業務を最適化することによって、限られた職員や時間をより付加価値の高い業

務への重点的な配分をおこなう。 

 

（３）対象業務 

すべての業務について見直し対象とするが、特に、大量処理業務、定例業務、

全庁共通業務などについてはとりわけ重点的に見直す。 

■コアミッションとは 
コアミッションとは、積極的に展開をしていきたいミッションであり、かつそ

のミッションの成否が著しく組織全体に影響を与えること。 
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分 類 項  目  案 

大量処理業務 ・給与福利厚生（時間外、出退管理等） 

定例業務 ・庶務業務の「総務センター」集約 

全庁共通業務 ・契約検査、会計、予算、配当、決算、物品購入管理 

重複業務 ・特別旅費チェック、職免手続き 

業務マニュアルの

全庁共有化と活用 

・内部管理業務マニュアル整理掲出 

・問い合わせ対応軽減（よくある質問の整理） 

・対市民業務マニュアルの掲出（市業務フローの共有化）

 

（４）実施手順の例と着眼点 

①可視化 

 現行の実施している業務の内容や量について整理把握するとともに、それぞ

れの業務遂行過程を明確化する。その際、当然のこととして前提とされている

暗黙のルールや既存の取り決めなどについても極力明記する。 

 

②中核業務と周辺業務の峻別 

 現行業務における中核となる業務（判断を伴うもの、政策形成にかかわるも

の、非定型的なものなど）と、周辺業務（単純反復的なもの、定型的なものな

ど）とを区分する。 

 

③分析 

 業務の最終目的を意識しながら、現行の業務遂行過程の改善点を分析する。

必要性の低い手続きなど業務自身の廃止、作業工程数の削減、書類・様式の簡

素化、同類業務の集約・統合や同時処理、決裁権限の委譲など。 

 

④業務改善の実施 

マニュアル化、省力化、標準化、アウトソーシングなどにより業務の改善を

進めていく。なお、当該部局の権限を超えた、全庁的な取り決めなどについて

は全庁的な調整を図ることとする。 

 

（５）業務改善の共有化 

個別業務における事務改善が、他部署における事務改善のヒントとなったり、

さらに大きな改革へのきっかけとなったりすることが考えられるため、ナレッジ

マネージメントの一環としてＭ－ＮＥＴ掲示板への掲示等を通じて組織的に共有

化を図る。 
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■ナレッジマネージメント （Knowledge Management 知識・情報の組織的共有）

 業務を遂行する上で得た個別の知識やノウハウを組織全体で共有し、有効活

用することによって、効率的な事務執行や課題解決に役立てること。 

 

（６）業務改善強化の取り組み 

各部局における業務改善の取り組みに向けて、提言調査やフリーミーティング

等を実施するとともに、すでに試行実施している業務改善の取り組みの周知など

を行い、事業実施部門に根ざした業務改善を図る。 

 

 

14 公営企業における取り組み 

これまで、病院事業、上・下水道事業等についても、プログラムやそれぞれ

独自の計画等に基づき改革を進めてきたところであるが、さらに各公営企業体

の取り組みを市全体での整合を図りながら進めていく。 
各公営企業の「集中改革プラン」を整理し別掲するが、具体的な取り組みに

あたっては、各公営企業における改革のための計画等に基づいて実施を図って

いくものとする。 
なお、財政統計上の区分では公営企業にあたる「宅地造成」「介護サービス」

に関しては、特段の区分をせずに市全体の取り組みと連動して進める。 
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Ⅸ 集中改革プランの推進体制 
 
終わりに、前章で提示した改革処方箋を確実に実施するための進行管理の体

制その他について示す。 
 
１ 進行管理 

集中改革プランの進行管理は、政策総括監及び経営改革チーム（市長公室政

策企画課、同職員課、総務部財政課）が、各部局室と連携・協力しながら行う。 
経営改革チームでは、毎年度のはじめに前年度の進捗状況を取りまとめて、

達成状況や財政数値の変化などを反映して財政見通しの修正を加え、目標数値

の見直し等を行うとともに、当該年度の取り組み事項をスケジュール化する。 
なお、具体的な改革項目の評価や今後の方向性等については、行政評価制度

を活用し、毎年度、効果や効率等を確認しながらトータルな改革を推進する。 
併せて、平成 16年度（2004年度）から設置している箕面市行政評価・改革
推進委員会での議論を行政改革に的確に反映していくとともに、外部有識者と

協働した改革推進体制の強化を図っていく。 
 

２ 各職場での取り組み 

直接に市民と接し、日々協働を実践するそれぞれの職場において、全ての職

員が常にＶＦＭ（バリュー･フォー･マネー）の視点から、ＰＤＣＡのマネジメ

ントサイクルに即した業務を展開し、市政運営の絶えざる革新を主体的に推進

していく。 
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Ⅹ 集中改革プラン（病院編） 
Ⅰ 経営改革の推進 

 １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの経営改革の取組状況 

 （１） 民間への事業譲渡の実績 

    平成１６年度末までに、病院事業に関し民間へ事業譲渡した実績はない。 

 

 （２） 民間的経営手法の導入実績 

     病院業務について、各分野で民間委託の可能性を検討し、以下の業務につ
いて平成１６年度末までに民間委託を実施した。 

      １） 医事業務 
       ２） 病棟業務等補助業務 
       ３） 清掃業務委託  
     ４） 栄養管理・調理業務 
     ５） 電話交換業務 
     ６） 病院等建物総合管理業務 
      ７） 医療情報システム運用管理業務 
     ８） 各種高度医療機器保守点検業務 
     ９） 各種設備・機械保守点検業務 
     １０） 廃棄物処理業務 
      １１） 生化学等検査業務 
 

  （３） 収益増加へ取組実績 

      １） 病床管理の一元化による病床利用率の向上 
    ２） クリニカルパスの導入による平均在院日数の短縮 
    ３） 急性期入院加算の算定 
    ４） 請求項目のセット化による診療報酬請求漏れの防止 
    ５） レセプト点検の強化による査定減の防止 
    ６） 未収金の抑制と督促 
    ７） 回復期リハビリテーション病棟入院料加算の算定 
    ８） 診療録管理加算の算定 
      ９） 開放型病院共同指導料の算定 
 

 （４） 組織、体制の見直し実績 

    １） 各部署の責任者会議の設置と充実 
    ２） 各種院内委員会の見直し 
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    ３） 専門外来の充実 
      ４） 休日歯科診療の実施 
      ５） 地域リハビリテーションの推進 
      ６） 日帰り手術センターの設置 
 

 ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経営改革の取組目標、目標の具体

的な内容、取組時期 

  （１） 民間への事業譲渡・検討目標時期 

    現時点で事業譲渡については検討していない。 

 

 （２） 民間への事業譲渡・実施目標時期 

       現時点で事業譲渡については検討していない。 
 

  （３） 民間的経営手法の導入・検討目標時期 

       病院の運営手法（ＰＦＩ、地方独立行政法人化、指定管理者制度の導入、事
業譲渡等）については平成１９年度から検討を行う予定であるが、社会情勢の

変化により前倒しで検討することも検討している。 

 

 （４） 民間的経営手法の導入・実施目標時期 

検討結果については、平成２２年に実施する予定であるが、社会情勢の変化

により前倒しで検討することになれば、実施時期も早まる可能性がある。 

 

 （５） 収益増加への取組・検討目標時期 

    １） 病床利用率のさらなる向上（目標９５％）              毎年度 

      ２） 平均在院日数の短縮                              毎年度 

      ３） 初診料加算金の見直し                            平成１７年度 
      ４） ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）への対応              平成１８年度 
      ５） 緩和ケアの推進による緩和ケア診療加算の算定       平成１７年度 

 ６） ＰＥＴ（Positron Emission Tomography：陽電子放射断層撮影装置) 
－ＣＴ（Ｃomputed Ｔomography：コンピューター断層撮影装置）機
器の導入による検査収益の増加               平成１７年度  

 

（６） 収益増加への取組・実施目標時期 

       １） 病床利用率のさらなる向上（目標９５％）                毎年度 
    ２） 平均在院日数の短縮                               毎年度 
    ３） 初診料加算金の見直し                             平成１８年度 
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４） ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）への対応              平成１８年度 
５） 緩和ケアの推進による緩和ケア診療加算の算定         平成１８年度 
６） ＰＥＴ（Positron Emission Tomography：陽電子放射断層撮影装置) 
－ＣＴ（Ｃomputed Ｔomography：コンピューター断層撮影装置）機
器の導入による検査収益の増加                    平成１８年度 

 

 （７） 組織、体制の見直し・検討目標時期 

１） 救急診療部の充実                        平成１７年度 

２） 専門外来の充実                     平成１７年度 

３） 総合診療科の検討                            平成１７年度 

 

 （８） 組織、体制の見直し・実施目標時期 

      １） 救急診療部の充実                              平成１７年度 
２） 専門外来の充実                               平成１７年度 
３） 総合診療科の検討                              平成１７年度 

 

Ⅱ 定員管理・給与の適正化 

 １ 定員管理の適正化 

 （１） 平成１１年４月１日～平成１６年４月１日までの定員管理適正化実績     

      ① 過去５年間の純減数 

      別紙－１「過去５年間の職員の状況」のとおり 

        平成１１年４月１日と平成１６年４月１日現在の職員数を比較すると、５

７人の減となっている。 

      ② 過去５年間の削減率（平成１１年４月１日時点の総定員に対する削減率） 

         上記削減率は８６．３㌫である。 

        （３６０人／４１７人×１００＝８６．３） 

 

（２） 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日までの定員管理の適正化目標、目標

の具体的な内容 

    ① 適正化目標の基本的考え方 

        救急医療のための夜間当直体制の整備、平成８年のリハビリテーション
センターの増築及び神経内科などの診療科の増設の際に全ての常勤職員

の採用で人員を確保してきたこともあり、病床数に対する職員数の割合は

府内公立病院の中でも全職種にわたって高くなっている。 

         平成１５年度においては、医療技術職員の退職者を不補充とし、調理業
務及び医事業務に関して平成１６年度からの委託化を前提に業務の見直
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し及び整理を行っている。 

         今後については、労働生産性の高い人員体制となるよう、常勤職員と非
常勤職員・臨時職員の構成を見直すとともに、職員定数の見直し及び業務

の委託化を行うものである。 

   ② 適正化目標の設定の仕方 

     １） 医 師 
       平成１４年度決算ベースでの医療法上の定数と実際の人数の比率を一

定に保ち、翌年度以降の病床数及び患者数に対して比例させる。ただ

し、臨床研修指定病院の関係で病理医を１人増（平成２２年までに３人減） 

     ２） 看 護 師 
         平成１６年度はＩＣＵの体制の見直しにより常勤２３９名、平成１７年度は工

事に伴う病床の閉鎖により常勤２２０名、平成１８年度以降は３人夜勤体制

を維持するうえでの最低人員２３６名で推計 

     ３） 医療技術職 
         薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士等の医療技術職は平成２２年ま

で退職者不補充で推計（なお、各部門の退職者２人目からはアルバイトで

補充、１人目は業務の効率化で対応し補充無し） 

     ４） 事務技術職 
         平成１６年度から医事業務の委託化を図り、６人減で推計 
     ５） 技能労務職 
          調理員は、平成１６年度から全面委託とし、常勤（再任用を含む）１２名を

削減する 

 

   ③ 今後５年間の純減数 

      経営健全化計画を基本に取り組む。 
 

   

 ２ 給与の適正化 

 （１） これまでの給与の適正化実績 

       市立病院独自の諸手当の見直しを調査、実施するとともに、給与水準の見直
し、退職手当の支給率の見直しなどについて市長部局と同様の取り組み。 

 

 （２） 今後の給与の適正化目標、目標の具体的な内容 

       市立病院独自の諸手当の見直しを検討するとともに、給与構造改革等の実
施について市長部局と同様に取り組む。 
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３ 定員管理、給与の適正化の公表状況 

 （１） 平成１７年度の公表実績 

    ① インターネットＨＰへの掲載の有無 

         していない 
     ② その他の媒体による公表 

広報誌「もみじだより」に掲載 

     ③ 国の公表様式への準拠 

       していない 

     ④ 比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

       していない 

 

 （２） 今後の公表の具体的な内容 

    ① インターネットＨＰへの掲載の有無 

       箕面市として統一的な対応を検討 

     ② その他の媒体による公表 

          箕面市として統一的な対応を検討 
     ③ 国の公表様式への準拠 

          していない 
     ④ 比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

          箕面市として統一的な対応を検討 
 

Ⅲ 経費削減等の財政効果（経営改革の推進、定員管理・給与の適正化） 

 １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの実績 

   （１） 収入関係 

     ① 未収金の徴収対策 

      １） 毎月、電話と文書催告による定例督促（徴収率：３７．１％） 
２） 郵便振替の充実 

     ② 料金の見直し 

      １） 個室料、文書料の見直し 
      ２） 初診料加算金の設定  
     ③ 未利用財産の売り払い等 

          該当なし 
      

 （２） 支出関係 

     ① 人件費削減（職員削減） 

          調理業務の委託化による職員削減 
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     ② 人件費削減（給与削減） 

          市長部局と同様 
     ③ 組織の統廃合 

          該当なし 
     ④ 民間的主要の導入による事務事業費削減 

          調理業務の委託化 
 

 ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経費削減等の目標 

 （１） 収入関係 

     ① 未収金の徴収対策 

      １） 毎月、電話と文書催告による定例督促（徴収率：２９．８％） 
２） 個別徴収実施 
３） 督促回数を定期化、電話による督促回数の強化 
４） 法的措置の具現化 
５） クレジットカード等による支払い検討 

     ② 料金の見直し 

      １） 初診料加算金の見直し 
      ２） 分娩料の見直し 
      ３） 分娩料の市外料金の撤廃 
      ４） 室料差額及び文書料の見直し  
     ③ 未利用財産の売り払い等 

       該当なし 

 

 （２）支出関係 

     ① 人件費削減（職員削減） 

        １） 職員定数の見直し 
２） 適正な人事配置 
３） 任期付職員採用の検討 

     ② 人件費削減（給与削減） 

        １） 市部局と同様 
２） アルバイト賃金の見直し 

     ③ 組織の統廃合 

          組織・機構の再編 
 

     ④ 民間的主要の導入による事務事業費削減 

地方独立行政法人化等の運営手法を検討 
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別紙－１         過去５年間の職員の状況 

年  度 職  種 員 数（人） 平均年齢（歳） 

医   師 ５３ ４２歳 ４月 

医療技術職 ５６ ３８歳 ８月 

看 護 職 ２６３ ３１歳 ６月 

一般行政職 ２９ ４０歳 ０月 

技能労務職 １６ ３８歳 ９月 

 

 

１１年度 

 

 
合   計 ４１７ － 

医   師 ５５ ４２歳 ６月 

医療技術職 ５９ ３９歳 ３月 

看 護 職 ２６１ ３２歳 ３月 

一般行政職 ２８ ４０歳１０月 

技能労務職 １５ ４１歳 ３月 

 

 

１２年度 

 

 
合   計 ４１８ － 

医   師 ５４ ４３歳 ５月 

医療技術職 ６１ ３８歳 ９月 

看 護 職 ２６１ ３２歳 ９月 

一般行政職 ２８ ４１歳 ２月 

技能労務職 １５ ４２歳 ３月 

 

 

１３年度 

 

 
合   計 ４１９ － 

医   師 ５６ ４２歳 ９月 

医療技術職 ６０ ３９歳 ６月 

看 護 職 ２６１ ３３歳 ７月 

一般行政職 ２８ ４１歳１０月 

技能労務職 １５ ４３歳 ３月 

 

 

１４年度 

 

 
合   計 ４２０ － 

医   師 ５２ ４４歳 ４月 

医療技術職 ６０ ４０歳 １月 

看 護 職 ２５５ ３４歳 ３月 

一般行政職 ２６ ４２歳１１月 

技能労務職 １５ ４４歳 １月 

 

 

１５年度 

 

合   計 ４０８ － 

医   師 ４９ ４４歳 ４月 

医療技術職 ５７ ４１歳 １月 

看 護 職 ２３０ ３４歳 ４月 

一般行政職 ２０ ４４歳 ８月 

技能労務職 ４ ４８歳 ８月 

 

 

１６年度 

 

合   計 ３６０ － 
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ⅩⅠ 集中改革プラン（上水道編） 
Ⅰ 経営改革の推進 

 １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの経営改革の取り組み状況  

  （１） 民間への事業譲渡の実績 

平成１６年度末までに、民間へ事業譲渡した実績はない。 

 

  （２） 民間的経営手法の導入実績 

      各分野で民間委託の可能性を検討し、以下の業務について平成１６年度末
までに民間委託を実施した。 

       ①浄水関係業務 
（ア） 浄水施設等維持管理業務（巡回点検業務・機器維持補修業務） 
      市内の浄水場を巡回し点検及び機器の維持補修業務を行う 
（イ） 水質検査業務 

平成１６年４月から施行された新水質基準等に対応するため、機

器の整備上対応できない水質項目の検査については、外部委

託で実施した。 

       ②検針業務 
   平成４年度から平成６年度まで段階的に委託した。平成１６年度末現在
の委託率は６８．２％である。 

        ③その他 
       ⅰ 漏水箇所修繕 

      ⅱ 事前漏水箇所調査 

ⅲ  宅地内を除く部分の漏水箇所調査 
          ⅳ 減圧弁の調整 

         ⅴ 消火栓修繕 
   （３） 収益増加への取組み実績 

      ①料金の見直し 
        平成１３年４月１日に実施（平均改定率：２１．３㌫） 

②委託化の推進 

     上記１－（２）のとおり 
③人件費の抑制（職員数・給与等の削減・手当の見直し等） 

      ④停水処分の徹底 
 

 （４） 組織・体制の見直し実績 

     平成１５年４月１日、公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用し、水道事
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業との組織統合を図った。 

 

 ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経営改革の取り組み目標、目標の

具体的な内容、取り組み時期 

  （１） 民間への事業譲渡の検討目標時期 

事業譲渡については、①事業体の技術力の伝承②譲渡先の技術力を誰

がどのように評価するのか③将来とも安定的な事業運営が可能かなど検討

課題が多くある。組織体制、施設の更新など長期的な経営計画を考慮のうえ

対応する必要がある。また、水道事業として、安全優先も考慮しなければなら

ず、事業譲渡は考えていない。 

 

 （２） 民間への事業譲渡の実施目標時期 

上記（１）のとおり、事業譲渡は考えていない。 

 

  （３） 民間的経営手法の導入について 

この間、民間的経営手法の導入については、主に民間でできる事務・事

業を委託化した。現時点で委託化の検討をおえ、実施に向け着手している

事業は以下のとおりである。 

   ①検針・開閉栓業務（平成１９年度から全部委託） 

         平成１９年４月１日から検針業務については、全部委託を予定 
   また、同時に開閉栓業務についても全部委託を行う予定。 

   ②箕面浄水場施設運転操作監視業務委託 

         平成１８年度から業務の１／２委託に向け準備をすすめている。 
         ・委託形態…４班編成（２班…職員４名  ２班…委託業者４名） 
 

      引き続き、他の業務について、民間で実施が可能であり、かつ直営と委

託とのコストを比較しながら民間委託できる業務がないかを検討する。 

 

 （４） 収益増加への取り組みについて 

    ① 料金の見直し 
本市では、平成１３年４月１日に料金改定（平均改定率：２１．３㌫）を行っ

た。その後、平成１６年度において、本市の附属機関である「箕面市水道事

業及び公共下水道事業運営審議会」に対し、箕面市水道事業及び公共下

水道事業の今後の経営のあり方を諮問した。その審議会において、料金問

題の審議がなされ、中間のまとめがされた。料金改定に係る内容は、以下の

とおりである。 



 

 66

    箕面市水道事業及び公共下水道事業の今後の経営のあり方「中間まとめ」 抜粋 

  中期財政見通しによれば、収益的収支は、平成１８年度から単年度赤字となり、平成２０年度から累

積赤字が生じ、平成２２年度には累積赤字が２３３,３９３千円となる。また、資本的収支においては、平

成２０年度から資金不足が生じることになり、厳しい経営環境が続くであろうことは想像に難くない。 

 収益的収支悪化の主な要因として、収入の根幹である料金収入の減少等に伴い収入全体が減少

傾向にある一方、支出では鉛製給水管敷設替え、遠方監視制御装置保守委託など、収益に直結す

ることのない経費が増加している。しかしながら、これらの経費は、水道事業の公共的側面である安全

で健康的な生活を守るという使命を恒久的に果たしていくためには不可避である。今後、厳しい経営

環境が予想されるが、累積赤字に転じるのは平成２０年度であり、また、現時点で判断するに、平成１

９年度までは資金不足が生じるおそれはないと考えられる。 

 したがって、中期財政見通しにおける経営状況を総合的に勘案した結果、本審議会では、当面は

現行料金を維持することが妥当であると判断するに至ったものである。ただし、先にも述べたように、

資金不足により事業の実施に影響を及ぼす状況に至った時点で改定を行うことは、時機を逸している

と言わざるを得ない。よって、経営実態の点検と料金改定の必要性について、引き続き審議を進める

予定である。 

 

        以上の「中間まとめ」にもとづき、当面は現行料金を維持していく。 
        しかしながら、今後の社会状況の変化又は収益が著しく悪化したときに

は、料金見直しの検討が必要となる。 

   ②委託化の推進 

    上記（３）のとおり 

   ③人件費の抑制（職員数・給与等の削減） 

    再任用制度を活用し、引き続き人員の抑制を図る。 

    ④停水処分の徹底 

          料金滞納者に対する処分は、利用者負担の公平を図る観点から、引き
続き徴収率の向上を図る。 

 

 （５） 組織、体制の見直し 

      簡素・効率的な組織体制の構築をめざし引き続き検討を進める。 
    
Ⅱ 定員管理・給与の適正化 

 １ 定員管理の適正化 

   （１）平成１１年４月１日～平成１６年４月１日までの定員管理適正化実績     

       ①過去５年間の純減数 
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            過去５年間の職員数は以下のとおりである。 

年度 職員数 年度間減員数 減員数合計 

１１年度 ７６人 ±０ ±０ 

１２年度 ７２人 △４ △４ 

１３年度 ６９人 △３ △７ 

１４年度 ６８人 △１ △８ 

１５年度 ６７人 △１ △９ 

                                                      （管理者は除く） 

           平成１１年４月１日と平成１６年４月１日現在の職員数を比較すると、９人
の減となった。 

      ②過去５年間の削減率（平成１１年４月１日時点の総定員に対する削減率） 

          削減率は１１．８％である。 
            （９人／７６人×１００＝１１．８４） 
 

  （２）平成１７年４月１日～平成２２年４月１日までの定員管理の適正化目標、目標

の具体的な内容 

       ①適正化目標の基本的考え方 

職員数については、上記のとおり減員し続けている。その要因は、退職

者の不補充、委託化の推進等による。今後も、人件費抑制の観点から

減員を図る必要はあるが、退職不補充のため職員の業務負担が増し、

また技術の伝承も懸念される。したがって、適正な公務を遂行していく

ために必要な職員数の確保と公・民の役割の範囲について検討する。

また、今後退職者の増加が見込まれており、再任用者が担う業務内容

の検討を加え、適正な業務執行を図る。 

    ②適正化目標の設定の仕方 

        今後の退職者予定数、再任用者数、年金支給年齢の引き上げに伴う再

任用者の雇用期間の延長及び委託業務の拡大などの要因を総合考慮し、

目標設定していく。 

    ③今後５年間の純減数 

平成２１年度までの間、箕面浄水場施設運転操作監視業務委託、検針

業務の全部委託及び開閉栓業務の委託による減員が見込まれる。 

    ④採用者数 

          定年退職者は、本人が引き続き雇用を望む場合、再任用制度により継続
雇用される。また、退職者補充については、市長部局全体の職員との兼ね

合いで補充数が決まるものであり、採用者数は未確定である。 
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 ２ 給与の適正化 

   （１）これまでの給与の適正化実績 

       独自の諸手当の見直しを調査、実施するとともに、給与水準の見直し、退職
手当の支給率の見直しなどについて市長部局と同様の取り組み。 

 

     平成１５年４月１日 特殊勤務手当の見直し（廃止、手当の額の減額、支給対象範囲の縮小） 

区分 種 類 支給を受ける者 支給額 

水道事業手当 水道事業に従事した職員 日額 １５０円 

検針手当 検針業務に従事した職員 日額 ４５０円 

 

廃止 

水道施設建設管理業務

手当 

工事現場等での指揮監督、漏水調

査等の業務に従事した職員 

日額 １５０円 

作業手当 １ 現場における断水作業又は路

上における配水管等の現場復旧作

業に従事した職員 

２ じんあい処理作業、ふん尿処理

作業又はしゅんせつ処理に従事し

た職員 

 

日額６００円→４８０円 金額の引き下げ

宿日直業務手当 宿日直業務に従事した職員 勤務１回につき 

 ７，６００円→６，０００円 
支給対象範囲

の縮小 

徴収業務手当 納入督励による実地徴収業務に従

事した職員 

日額１５０円 

 

 

  （２）今後の給与の適正化目標、目標の具体的な内容 

       独自の諸手当の見直しを検討するとともに、給与構造改革等の実施について
市長部局と同様に取り組む。 

 
          
３ 定員管理、給与の適正化の公表状況 

（１） 平成１７年度の公表実績 

     ①インターネットＨＰへの掲載の有無 

 なし 
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       ②その他の媒体による公表 

           なし 
       ③国の公表様式への準拠 

            していない 
       ④比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

             していない 
    （２） 今後の公表の具体的な内容 

     ①インターネットＨＰへの掲載の有無 

        箕面市として統一的な対応を検討 

       ②その他の媒体による公表 

           箕面市として統一的な対応を検討 
       ③国の公表様式への準拠 

           予定なし 
       ④比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

            箕面市として統一的な対応を検討 
 

Ⅲ 経費削減等の財政効果（経営改革の推進、定員管理・給与の適正化） 

  １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの実績 

   （１）収入関係 

       ①未収金の徴収対策 

徴収対策の実施 

       ②料金の見直し 

平成１３年４月１日に料金改定を実施 

       ③未利用財産の売り払い等 

            遊休地の売却の検討を行ったが、売却はしていない。 
   （２）支出関係 

       ①人件費削減（職員削減） 

            職員減による人件費削減 
       ②人件費削減（給与削減） 

市長部局と同様 

       ③組織の統廃合 

           平成１５年４月１日から公共下水道事業に公営企業法を全部適用し、水
道事業との組織統合を図った。 

       ④民間的経営手法の導入による事務事業費削減 

           検針業務等の委託化 
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  ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経費削減等の目標 

   （１）収入関係 

        ①未収金の徴収対策 

            徴収手法の専門性を高める。 
        ②料金の見直し 

            当面は引き続き経費削減に努め、料金の見直しは行わない。ただし、
今後の社会状況の変化や収支の悪化が著しいときには、料金見直しが必

要となる。 

        ③未利用財産の売り払い等 

長期遊休地の一部について、平成１８年度地下埋設物の調査を実施

予定。 
調査の結果をみて、売却が可能となれば売却していく。平成２１年度ま

で、順次同様の方法で進めていく。 

        ④その他 

有料広告について検討 

   （２）支出関係 

        ①人件費削減（職員削減） 

            平成１８年度  箕面浄水場施設運転操作監視業務一部委託 
            平成１９年度  検針業務の全部委託・開閉栓業務の委託 

による人件費削減 

        ②人件費削減（給与削減） 

            市長部局と同様 
        ③組織の統廃合 

予定なし 

        ④民間的経営手法の導入による事務事業費削減 

            平成１８年度  箕面浄水場施設運転操作監視業務一部委託 
            平成１９年度  検針業務の全部委託・開閉栓業務の委託 
                   による事務事業費削減 
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ⅩⅡ 集中改革プラン（下水道編） 
Ⅰ 経営改革の推進 

 １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの経営改革の取組状況  

  （１） 民間への事業譲渡の実績 

平成１６年度末までに、民間へ事業譲渡した実績はない。 

 

  （２） 民間的経営手法の導入実績 

      各分野で民間委託の可能性を検討し、以下の業務について平成１６年度末

までに民間委託を実施した。 

      ①マンホールポンプ点検 
       ②下水道施設清掃 

③ポンプ場運転管理 

   ④ポンプ場電源装置等保守点検 

    ⑤水質検査 

    ⑥排水路清掃等 

 

   （３） 収益増加への取組実績 

      ①使用料の見直し 
        平成１６年４月１日に実施（平均改定率：２８．６７㌫） 

②委託化の推進 

     上記１－（２）のとおり 
 

 （４） 組織・体制の見直し実績 

       平成１５年４月１日公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用し、水道
事業との組織統合を図った。 

 

 ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経営改革の取り組み目標、目標の

具体的な内容、取組時期 

  （１） 民間への事業譲渡の検討・実施目標時期 

        現時点では、民間への事業譲渡はできないと考える。 
 

  （２） 民間的経営手法の導入について 

        この間、民間的経営の手法の導入については、主に民間でできる事務・事
業については、委託化を図り、委託可能な業務はほぼ全業務について委託し

ている。 
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 （３） 収益増加への取組について 

    ①使用料の見直し 

       平成１６年４月１日に実施（平均改定率：２８．６７％） 

   ②委託化の推進 

   上記１－（２）のとおり 

   ③人件費の抑制（定数・給与等の削減） 

   再任用制度を活用し引き続き人員の抑制を図っていく。 

 

 （４） 組織、体制の見直し 

      簡素・効率的な組織体制の構築をめざし引き続き検討を進める。 
    
Ⅱ 定員管理・給与の適正化 

 １ 定員管理の適正化 

   （１）平成１１年４月１日～平成１６年４月１日までの定員管理適正化実績     

       ①過去５年間の純減数 

          過去５年間の職員状況は以下のとおりである。 

年度 職員数 年度間減員数 減員数合計 

１１年度 ２４人 ±０ ±０ 

１２年度 ２１人 △３ △３ 

１３年度 １６人 △５ △８ 

１４年度 １５人 △１ △９ 

１５年度 １４人 △１ △１０ 

 

          平成１１年４月１日と平成１６年４月１日現在の職員数を比較すると、１０人
の減となった。 

      ②過去５年間の削減率（平成１１年４月１日時点の総定員に対する削減率） 

          上記削減率は４１．７％である。 
              （１０人／２４人×１００＝４１．６６） 
 

  （２）平成１７年４月１日～平成２２年４月１日までの定員管理の適正化目標、目標

の具体的な内容 

       ①適正化目標の基本的考え方 

職員数については、上記のとおり減員し続けている。その要因は退職者

の不補充、委託化の推進等による。しかしながら、退職不補充により職員へ
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の業務の負担が増すとともに、技術の伝承が懸念されており、安定的な下水

道サービスを提供するため、減員については慎重に対応する。 
 

    ②適正化目標の設定の仕方 

       今後の退職者予定数、再任用者数、年金支給年齢の引き上げに伴う再任

用者の雇用期間の延長及び委託業務の拡大などの要因を総合考慮して、

業務に支障のない適正な目標を設定していく。 

 

    ③採用者数 

         定年退職者は、本人が引き続き雇用を望む場合、再任用制度により継続
雇用される。また、退職者補充については、市長部局全体の職員との兼ね

合いで補充数が決まるが、現行人員１４人を維持することが必要であると考

えている。 

 

 ２ 給与の適正化 

   （１）これまでの給与の適正化実績 

       独自の諸手当の見直しを調査、実施するとともに、給与水準の見直し、退職
手当の支給率の見直しなどについて市長部局と同様の取り組み。 

 

    平成１５年４月１日 特殊勤務手当の見直し（廃止、手当の額の減額、支給対象範囲の縮小） 

区分 種 類 支給を受ける者 支給額 

廃止 

 

土木建築現場業務手当 土木建築現場等で測量、指揮監督

業務等に従事した職員 

  日額 １５０円 

金額の引き下げ 作業手当 １ 現場における断水作業又は路上

における配水管等の現場復旧作業

に従事した職員 

２ じんあい処理作業、ふん尿処理

作業又はしゅんせつ処理に従事した

職員 

 

日額６００円→４８０円 

 

  （２）今後の給与の適正化目標、目標の具体的な内容 

       独自の諸手当の見直しを検討するとともに、給与構造改革等の実施について
市長部局と同様に取り組む。 
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３ 定員管理、給与の適正化の公表状況 

（１） 平成１７年度の公表実績 

    ①インターネットＨＰへの掲載の有無 

 なし 

       ②その他の媒体による公表 

          なし 
       ③国の公表様式への準拠 

           していない 
       ④比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

            していない 
    （２） 今後の公表の具体的な内容 

     ①インターネットＨＰへの掲載の有無 

        箕面市として統一的な対応を検討 

       ②その他の媒体による公表 

           箕面市として統一的な対応を検討 
       ③国の公表様式への準拠 

           予定なし 
       ④比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

            箕面市として統一的な対応を検討 
 

Ⅲ 経費削減等の財政効果（経営改革の推進、定員管理・給与の適正化） 

  １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの実績 

   （１）収入関係 

       ①未収金の徴収対策 

徴収対策を実施 

       ②使用料の見直し 

       平成１６年４月１日に使用料改定を実施 

       ③未利用財産の売り払い等 

          平成１６年度に土地を売却 
   （２）支出関係 

       ①人件費削減（職員削減） 

職員減による人件費削減  
      ②人件費削減（給与削減） 

市長部局と同様 

       ③組織の統廃合 
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           平成１５年４月１日から公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用
し、水道事業との組織統合を図った。 

       ④民間的経営手法の導入による事務事業費削減 

        各分野で民間委託の可能性を検討し、以下の業務について平成１６年

度末までに民間委託を実施した。 

           ア マンホールポンプ点検 

       イ 下水道施設清掃 

       ウ ポンプ場運転管理 

       エ ポンプ場電源装置等保守点検 

       オ 水質検査 

       カ 排水路清掃等 

 

  ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経費削減等の目標 

   （１）収入関係 

        ①未収金の徴収対策 

            徴収手法の専門性を高める。 
        ②使用料の見直し 

            当面は引き続き経費削減に努め、使用料の見直しは行わない。 
        ③未利用財産の売り払い等 

            平成１９年度に土地を売却予定 
        ④その他 

有料広告について検討 

   （２）支出関係 

        ①人件費削減（職員削減） 

            現行人員を維持していく。 
        ②人件費削減（給与削減） 

            市長部局と同様 
        ③組織の統廃合 

予定なし 

        ④民間的経営手法の導入による事務事業費削減 

            委託可能な業務はほぼ全部委託している。 
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参考 【経営再生プログラムにおける１１の処方箋項目別達成状況】 

Ａ：（達成成果）既に取り組んでおり、終了もしくは継続中だが、成果を上げている。 

Ｂ：（継続向上）既に取り組んでいるが、成果を上げるには、なお継続した取り組みが必要である。 

Ｃ：（未実施）まだ取り組めていない。 

【平成１７年(2005年)１０月現在】 

１１の処方箋 改革内容 評価

○政策総括監の設置 

 全庁を統括し経営改革・政策推進に当たり市長・助役を補佐する。 

Ａ 

○政策決定会議・政策調整会議の設置 

 各部局、所管助役の責任と、意思決定プロセスを明確にする。 

Ａ 

○春の政策課題ヒヤリングの有効活用 

 重要課題の中長期目標及び当該年度内の到達目標と、達成スケジュールを明確

にする。 

Ａ 

１．トップマネジメ

ントの充実・強化 

○横断的課題への取り組み強化 

 部局横断的な課題について全庁的に取り組むため、案件ごとに政策総括監主宰の

プロジェクト会議を設置する。 

Ｂ

○人件費を含むフルコストの把握等 

 各事業の評価にあたっては、事業費だけでなく、当該事業にかかる人件費も含め

実施する。 

Ａ 

○市民満足度調査等による成果指標の精査 

 第２期実施計画策定に際して、市民満足度アンケート等を活用して成果指標を精

査する。 

Ａ 

○行政評価アドバイザーによる制度の改善 

 学識経験者で構成される行政評価アドバイザーによる行政評価制度の向上を行う。 

Ａ 

○事業評価調書の公開 

  市民との協働を進めるため、事業評価調書を公開する。 

Ａ 

○（仮称）行政評価委員会の設置 

 行政評価に第三者の中立的視点を導入しながら、行政改革を推進する。 

Ａ 

２．行政評価制度 

○事務事業の縮小・廃止・休止 

 効果の薄れた事業は縮小・廃止・休止を行い、歳出改革を推進する。 

Ｂ

３．箕面市アウト

ソーシング計画 

 公民の役割分担を前提に、「市の職員が直接執行しなければならない事務」以外は

アウトソーシングを検討し、業務の効率化を推進する。 

Ｂ

４．第２次箕面市

職員定員適正化

計画 

○任用制度の弾力化 

 アウトソーシング推進に伴う余裕人員の有効活用のため、任用替え・職種替えを推

進する。 

Ａ 
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○新たな「退職手当特別措置」 

 早期退職者への特別措置を実施する。 

Ａ 

○一般職非常勤についての考え方 

 一般職非常勤（週４日３１時間勤務）のあり方を見直す。 

Ｂ

○経営改革計画の策定 

 外郭団体の自主・自律へ向けて、経営改革計画の策定を促す。 

Ｂ５．外郭団体等の

改革 

○抜本的対策の実施 

 策定された経営改革計画の進捗管理を行うとともに、市の関与のあり方について見

直しを図る。 

Ｂ

○コミセンを核としたコミュニティ施策の展開 

 ・コミュニティセンター設置条例の整備  コミセンを核に市民の主体的なまちづくり

活動を促進する。 

Ａ 

 ・新たなコミュニティ施策 

  地域担当制など新たなコミュニティ施策をモデル的に試行する。 

Ｂ

○市民との情報共有化の推進 

 ・公文書公開条例の改正 

  情報公開法の趣旨を踏まえ、制度を見直す。 

Ａ 

 ・広報紙月２回発行見直し 

  インターネットの普及などメディアの多様化を考慮し、発行回数を見直す。   

Ａ 

 ・市ホームページ充実方針の確立 

  各課でまちまちのホームページについて、全庁的なルール作りを実施する。 

Ａ 

 ・市民意見聴取手法の全庁的ルールの確立 

  パブリックコメントなど市民意見を聴取する手法について、全庁的なルール作りを

行う。 

Ａ 

○地方分権時代にふさわしい組織づくり 

 ・ISO9001 の認証取得の検討 

  顧客志向の具体化の手法として検討する。 

Ｂ

 ・コンプライアンスに関する取り組み強化 

  顧客志向の組織に向けてコンプライアンス（法令遵守）の強化を推進する。 

Ｂ

 ・政策法務能力の向上策の検討 

  政策・施策を推進する法制度設計にかかる能力向上策を検討する。 

Ｂ

○ ＮＰＯとの協働の推進 

 ・市民活動センターの機能充実 

  アウトソーシング拡大も見据えたＮＰＯ活動を促進する。 

 

Ａ 

６．構造改革のた

めの個別的政策

課題 

 ・契約に関するガイドライン 

  ＮＰＯとの契約に関するガイドラインを作成する。 

Ａ 
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○各種団体への関与の見直し等 

 ・補助金の見直し 

  行政の関わり方の見直しの一環として、補助金のあり方を見直す。 

 

Ｂ

 ・団体の事務局・事務分担の見直し 

  関係部局が各種団体と協議のうえ、自立性を確保しながら、順次推進する。 

Ａ 

○保健・医療・福祉の連携再構築 

 ・保健・医療・福祉の連携について 

  ライフプラザ群を一元的に統括されたシステムとするなどの、機能強化を図ること

をめざす。 

 

Ｂ

 ・市立病院の経営について 

  行政が負担するサービスを見直しながら、効率的・効果的なサービス提供のあり

方を検討するなど、経営計画を策定する。 

 

Ｂ

○サンプラザ活性化、箕面都市開発㈱のあり方 

  将来的なリスク回避のため、サンプラザ１号館の活性化と箕面都市開発㈱の経営

安定化を推進する。 

Ｂ

○遊休地の売却等 

 ・公共施設（再）配置基本計画Ｖｏｌ．２の策定 

  中期的な公共施設配置についての考え方を明らかにする。 

 

Ａ 

 ・売却する土地の選定基準と候補リスト策定 

  具体的施設機能を確保する場所以外の遊休地については、積極的に売却を進

める。 

 

Ｂ

７．公共施設再配

置構想（素案）の

見直し 

 ・「（仮称）市有建築物保全計画」 

  ライフサイクルコストを考慮した計画的な施設の維持管理を実施する。 

Ａ 

〇市税収納部門の取り組み  効率的・効果的な徴収体制を確立する。 Ｂ

〇全庁的な滞納整理状況把握 

  各所管課ごとにまちまちに管理収納する債権の状況を把握し、今後の対策を検

討・実施する。 

Ｂ

８．滞納整理の特

別対策 

〇債権所管課ごとの取り組み強化 

  滞納整理特別対策計画を策定し、これに基づき取り組みを強化実施する。 

Ｂ

９．受益者負担の

適正化 

 行政サービスの公益性や必需性などから、受益者が負担すべき部分を見直し、市

民負担の公平性を確保する。 

Ｃ 

１０．人事・給与・

研修制度改革 

○より公正な評価を行うためのシステム構築 

 ・人事考課制度の見直し 

  多者評価・研修への反映・加点評価等を検討する。 

 

Ｂ
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 ・目標管理制度の導入 

  業務目標を明確にするため、管理職に導入し、さらに段階的に対象範囲を拡大し

ていく。 

Ｂ

○評価の「処遇」への反映 

 ・人事考課結果等の給与への反映 

 人事考課・目標管理の評価結果を昇任、配置、給与に反映する。 

Ｂ

 ・昇任制度の見直し 

  受験資格の見直しや、早期選抜手法、自主降格制度の導入を検討する。 

Ｂ

○長期的視点からの人材育成 

 ・ジョブローテーションの方針の確立 

  ジョブローテーション（教育的配置）の方針を確立する。 

Ｂ

 ・複線型人事制度の確立 

  管理職体系を見直し、複線型（ゼネラリスト、スペシャリスト）の人材育成を実施す

る。 

Ｃ 

 ・自己申告制度の見直し 

  自己申告制度で職員個々のキャリアプラン等を把握し、配置や育成に活用する。 

Ｂ

 ・女性職員の職域や能力開発、積極的登用 

  将来の組織活性化に向けた、抜本的対策を検討する。 

Ｂ

○多様な人材の確保と活用の推進 

 ・採用試験制度の見直し 

  高度な知識や民間的感覚を持つ人材を確保する。 

 

Ｂ

 ・高度な専門的知識や民間的感覚をもった人材の確保・活用 

  任期付き任用制度の活用などを検討する。 

Ｂ

○「（仮称）箕面市人材育成基本計画」の策定 

  本市の人材育成マスタープランとして位置づける。 

Ｂ

○短期的取り組み事項 

 ・退職時特別昇給の見直し 

  退職時の特別昇給を廃止する。 

 

Ａ 

 ・高齢職員の昇給制度の見直し 

  人事院勧告や国制度に準じ、５５歳昇給停止を実施する。 

Ｃ 

 ・給与・手当のカット等 

  人事院勧告や市の財政状況を踏まえ、給与・手当の削減を実施する。 

Ａ 

 ・時間外勤務抑制策、勤務時間制度の見直し 

  ３６協定の締結、勤務時間制度の弾力的運用を実施する。 

Ａ 

１１．組織活性化 ○各職場における双方向機能強化  各職場におけるＰＤＣＡサイクルを推進する。 Ｂ
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○政策課題研究会 

  課長補佐クラスを中心に将来の政策課題研究を部局横断的に実施する。 

Ｃ 

○フラット型組織の構築 

  管理職人材を、縦割りの意思決定ラインだけでなく、このラインからはずれ、特命

課題を担うスタッフとするなど、有効活用する。 

Ｃ 

○組織・機構の恒常的見直し 

  効率的・効果的に行政運営を行うため組織・機構改革を実施する。 

Ｂ

の諸方策 

○Ｍ－ＮＥＴの活用方策 

  庁内情報ネットワークの積極的な活用を推進する。 

Ｂ
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参考 【用語解説】 
                                                  
*1 財政再建（準用）団体 

財政上の赤字を解消するため、財政の再建を行う地方公共団体をすべて財政再建団

体という場合と、昭和３０年(1955 年)に制定された地方財政再建促進特別措置法（以
下「再建法」という。）に基づき、財政再建を行っている地方公共団体を財政再建団体

という場合がある。 
「財政再建団体」は厳密には、昭和２９年(1954年)末に赤字のある地方公共団体が

財政再建に取り組む場合に適用され、現在は赤字のある地方公共団体が再建法の規定

を準用して、財政再建に取り組む場合、「財政再建準用団体」という。 
赤字団体が再建法を準用して財政再建を行う場合は、①議会の議決を経て、総務大

臣に再建の申出をし、②総務大臣の指定する基準日現在の再建計画を作成し、議会の

議決を経て、総務大臣の同意を得て、③再建計画に基づき、予算を調整する義務が生

じ、④その要領を市民に公表する等の手続きが必要になる。 
つまり、地方税や使用料等の自主財源の増収を中心とする歳入の増収措置及び人件

費、物件費等の管理的経費の節減措置を中心とする歳出の抑制措置によって、過去に

生じた赤字を年次ごとに段階的に解消するとともに、財政構造の改善を図り、将来に

おける財政の健全性を確保することを目的としており、赤字の解消によって単に形式

収支*の均衡を回復するだけでは不十分であり、行財政運営全般にわたる見直しを行っ
て、計画完了時までに財政構造の健全化を図るものである。 
また、財政措置として、一時借入金について政府資金の融資あっせん、一時借入金

の利子支払い及び退職手当債についての特別交付税による措置、退職手当債の発行許

可及び地方債の制限の解除がある。 
＊形式収支＝歳入歳出差引額。これに対し、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財

源を控除したものを「実質収支」という。 
 
 
*2 経常収支比率 

自治体の財政構造の弾力性を測定する比率として使われ、次の式によって求められ

る。 
経常経費充当一般財源（①） 

             経常一般財源総額（②） 
この比率は、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方

交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見

ることにより、当該団体の財政構造の弾力性を判断する指標とされている。 
つまり、市民税など毎年経常的に収入が見込め、使途が特定されていない一般的歳

入（経常一般財源）が、職員の給与、社会保障、市債の償還など、毎年支払うことが

×１００（％） 
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ほぼ義務づけられている経常的歳出（経常経費）に充てられている率で、通常、市町

村にあっては７０～８０％が健全であるとされている。 
本市の平成１４年度(2002年度)の一般会計当初予算では、この率が１０６.１％（平

成１３年度(2001 年度)の地方交付税制度の改正に伴う普通交付税の代替財源として措
置された臨時財政対策債及び恒久的減税に伴う市民税減税補てん債を経常一般財源に

置き換えた場合は、９９.５％）となり、毎年経常的に収入が見込める歳入で、毎年義
務的に支払う必要がある歳出がまかなえない状況となっている。 

 
*3 補完性の原則（原理） 

ＥＵ（欧州連合）が誕生する際、平成４年(1992年)２月７日にオランダのマースト
リヒトで各国の代表が調印したマーストリヒト条約で明確に打ち出された考え方で、

その後、ヨーロッパ地方自治憲章などでも打ち出されています。元は 19世紀のローマ
法皇の思想に基づいて、個人でできないことを家族が、家族ができないことを市町村

が、市町村ができないことを都道府県が、都道府県ができないことを国が、国ができ

ないことをＥＵが行うという考え方。 
わが国においても、地方自治制度そのものがそういう考え方に基づいており、特に

地方分権を論議する中で、基礎自治体として市民生活に密着した市町村でできるもの

は、できるだけ市町村に事務権限を委譲すべきであるといった観点から、盛んに用い

られるようになってきた。 
「経営再生プログラム」や「アウトソーシング計画」においても、この考えを引用

し、民間でできるものは民間に委ね、地域でできるものは地域に委ねて、大きくなっ

た市行政の役割を小さくしていこうとするものである。 
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